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一
　
は
じ
め
に

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
一
九
年
六
月
二
八
日
に
締
結
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
第
四
二
八
―
三
一
条
は
、
連
合
国
が
ド
イ
ツ

に
よ
る
同
条
約
履
行
の
「
保
証
（guarantee

）」
と
し
て
、
ラ
イ
ン
川
お
よ
び
ド
イ
ツ
西
部
国
境
に
挟
ま
れ
た
一
帯
、
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ン

ラ
ン
ト
を
一
五
年
間
占
領
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
連
合
国
は
一
九
年
の
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
が
二
度
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
覇
権
を
握
る
こ
と
の
な
い
よ
う
軍
事
的
か
つ
経
済
的
に
ド
イ
ツ
の
抑
え
込
み
を
図
り
、
か
か
る
連
合
国
の
意
図
は
講
和
条
約
中

の
軍
縮
お
よ
び
賠
償
条
項
に
結
実
し
た
。
そ
し
て
期
限
付
き
の
保
障
占
領
と
い
う
形
で
、
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
の
義
務
に
対
す
る
担
保
と
し
て

設
定
さ
れ
た
の
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
で
あ
っ（
1
）た。
占
領
地
域
は
北
か
ら
ケ
ル
ン
・
コ
ブ
レ
ン
ツ
・
マ
イ
ン
ツ
の
各
都
市
を
中
心
に
三
分

割
さ
れ
、
ド
イ
ツ
が
条
約
を
「
誠
実
に
（faithfully

）」
履
行
し
て
い
る
と
連
合
国
が
認
め
た
際
に
は
、
北
部
（
ケ
ル
ン
地
域
）
か
ら
五
年

ご
と
に
占
領
軍
が
撤
退
し
、
三
五
年
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
は
完
全
に
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い（
2
）た。

　
連
合
国
の
占
領
に
は
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
の
軍
事
的
台
頭
を
防
止
す
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
上
の
意
義
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し

た
。
ま
ず
、
戦
闘
が
終
結
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
勝
国
の
軍
隊
が
敗
戦
国
内
に
留
ま
る
こ
と
自
体
、
勝
者
の
優
越
を
前
提
と
し
た
敗
者

の
封
じ
込
め
に
等
し
い
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
は
古
来
よ
り
中
欧
に
お
け
る
要
衝
で
あ
り
、
一
八
七
〇
年
の

普
仏
戦
争
で
も
一
九
一
四
年
の
第
一
次
大
戦
で
も
ド
イ
ツ
が
西
方
攻
撃
の
拠
点
と
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
を
占

領
す
る
連
合
軍
は
、
ド
イ
ツ
の
再
侵
略
を
阻
止
す
る
と
い
う
戦
勝
国
の
意
思
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ（
3
）る。

し
か
し
同
時

に
保
障
占
領
と
い
う
国
際
法
の
性
格
上
、
ド
イ
ツ
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
誠
実
に
履
行
し
て
い
れ
ば
、
連
合
国
は
い
か
に
ド
イ
ツ
の
軍

事
的
復
活
が
恐
ろ
し
か
ろ
う
と
、
原
則
と
し
て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
か
ら
五
年
ご
と
に
撤
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
対
独
講
和
の
直
後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
に
は
対
独
「
宥
和
（appeasem

（
4
）

ent

）」、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の
要
求
に
沿
っ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ



連合国ラインラント占領をめぐるイギリス外交、一九二四―一九二七年

237

条
約
の
修
正
を
望
む
声
は
小
さ
く
な
か
っ
た（
5
）が、
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
そ
う
し
た
傾
向
が
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
と
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
軍
縮
お
よ
び
賠
償
条
項
が
執
行
さ
れ
始
め
た
ば
か
り
の
段
階
で
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
条
約
履
行
の
保
証
で
あ
っ
た

占
領
を
縮
小
す
る
の
は
実
現
の
困
難
な
政
策
で
あ
っ
た
。
ま
た
二
一
年
一
一
月
に
外
務
事
務
次
官
ク
ロ
ウ
（Sir Eyre Crow

e

）
が
述
べ
た

よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
発
効
し
て
間
も
な
い
当
時
、
英
仏
協
調
に
基
づ
く
条
約
の
強
制
は
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
の
重
要
な
外
交

原
則
で
あ
っ（
6
）た。

二
〇
年
代
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
安
全
保
障
上
の
要
請
か
ら
ド
イ
ツ
の
厳
格
な
条
約
履
行
を
望
む
フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
で
は

な
い
に
せ
よ
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ（
7
）る。

　
結
果
と
し
て
一
九
二
〇
年
代
前
半
の
連
合
国
の
ド
イ
ツ
政
策
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
履
行
「
強
制
（enforcem

ent

）」
を
基
調
と
し
、

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
占
領
体
制
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
た
び
た
び
開
か
れ
た
連
合
国
首
脳
会
談
で
は
、
実
行

可
能
な
賠
償
支
払
い
計
画
を
い
か
に
形
成
す
る
か
が
議
題
の
中
心
と
な
っ（
8
）た。

ま
た
ベ
ル
リ
ン
に
は
ド
イ
ツ
の
軍
縮
義
務
を
監
督
な
ら
び

に
検
証
す
る
連
合
国
軍
事
監
督
委
員
会
（Inter-Allied M

ilitary Com
m
ission of Control

、
以
下
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
）
が
設
立
さ
れ
、
兵
器
や
装
備
品

を
中
心
に
ド
イ
ツ
の
武
装
解
除
が
着
々
と
進
め
ら
れ（
9
）た。

　
と
こ
ろ
が
一
九
二
〇
年
代
も
後
半
に
入
る
と
、
連
合
国
の
占
領
政
策
に
は
対
独
宥
和
の
色
彩
が
強
く
表
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
五
年
一

二
月
、
連
合
国
は
ド
イ
ツ
の
軍
縮
違
反
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
ル
ン
地
域
の
占
領
解
除
を
開
始
し
、
二
七
年
八
月
に
は
一
万
人
規
模
の
占
領

軍
削
減
を
決
定
し
）
10
（

た
。
歴
史
家
は
こ
れ
ま
で
、
特
に
二
〇
年
代
後
半
を
扱
う
通
史
的
研
究
の
中
で
、
連
合
国
の
対
独
宥
和
に
指
導
的
役
割

を
果
た
し
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
）
11
（
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
を
含
め
つ

つ
戦
間
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
を
概
観
す
る
と
い
う
性
質
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
政
策
を
そ
の
決
定
過
程
に
分
け
入
っ
て
実
証
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
で
は
二
〇
年
代
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
い
か
に
し
て
占
領
軍
の
削
減
を
政
策
と
し
て
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　
第
一
次
大
戦
後
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
オ
ダ
ン
（Elspeth O

’Riordan

）
の
優
れ
た
研
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究
が
存
在
す
る
。
外
務
省
文
書
を
中
心
に
大
量
の
一
次
史
料
を
分
析
し
た
彼
女
の
研
究
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
発
効

直
後
よ
り
消
極
的
な
が
ら
も
占
領
へ
の
関
与
を
続
け
た
経
緯
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
）
12
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
リ
オ
ダ
ン
の
研
究
は
一
九

二
三
―
二
四
年
の
ル
ー
ル
危
機
と
そ
の
解
決
ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
二
〇
年
代
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
政
策
に
関
し
て
は
研
究
上

の
空
白
が
依
然
と
し
て
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
陸
政
策
全
般
を
実
証
す
る
研
究
は
複
数
存
在
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
同
時
期
の
占

領
政
策
に
つ
い
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
連
合
国
が
占
領
の
緩
和
を
相
次
い
で
決
定
し
た
二
〇
年
代
後
半
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Stanley Baldw

in

）
率
い
る
保
守
党
が
政
権
を
担
当
し
、
外
相
に
は
ベ
テ
ラ
ン
の
下
院
議
員
で
閣
僚
経
験
も
多
い

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（Sir Austen Cham

berlain

）
が
就
任
し
て
い
た
。
グ
レ
イ
ソ
ン
（Richard S. G

rayson

）
や
コ
ー
ズ
（Patrick O. Cohrs

）、

マ
ッ
カ
ー
チ
ャ
ー
（B.J.C. M

cKercher
）
と
い
っ
た
歴
史
家
は
後
に
詳
述
す
る
西
欧
安
保
協
定
、
い
わ
ゆ
る
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
成
立
に
お

け
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
貢
献
に
注
目
し
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
構
想
に
沿
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

大
国
協
調
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
枠
組
み
を
補
強
す
る
た
め
の
手
段
が
対
独
宥
和
政
策
で
あ
っ
た
、
と）

13
（

。

　
し
か
し
対
外
政
策
と
い
う
も
の
は
、
外
相
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
第
二
次
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
内
閣
で
は
外
交
問
題
に
関
し
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
が
多
大
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
）
14
（
が
、
そ
れ
で
も
政
策
決
定
の
最
終
的
権
限
は

内
閣
全
体
に
存
し
、
対
外
政
策
の
立
案
は
外
務
省
が
問
題
に
応
じ
て
他
省
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
進
め
る
場
合
が
多
か
っ
）
15
（

た
。
本
稿
の
扱

う
占
領
問
題
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
含
む
ド
イ
ツ
政
策
全
般
を
統
括
し
た
外
務
省
の
み
な
ら
ず
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
兵
員
を
派
遣
し
、

フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
当
局
と
占
領
軍
を
共
同
運
営
す
る
陸
軍
省
の
関
心
事
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
の
み
な
ら
ず
外
務
省
お
よ
び
陸
軍
省
に
分
析
の
射
程
を
拡
大
し
、
一
九
二
〇
年
代
中
盤
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
環
境
の
変
化
、
な
ら
び
に
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
策
決
定
者
の
対
外
認
識
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
二
〇
年
代
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
の

占
領
政
策
が
対
独
宥
和
へ
傾
斜
し
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
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二
　
ロ
カ
ル
ノ
条
約
成
立
以
前
の
占
領
政
策

―
一
時
的
静
観

　
イ
ギ
リ
ス
に
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
が
発
足
し
た
一
九
二
四
年
一
一
月
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
は
大
戦
終
結
か
ら
五
年
を
経
て
も

な
お
流
動
的
で
、
中
で
も
仏
独
関
係
は
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
。
戦
後
長
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
関
係
の
火
種
と
な
っ
て
き
た
の
は
、

賠
償
問
題
で
あ
る
。
二
一
年
四
月
、
ド
イ
ツ
の
賠
償
総
額
は
一
三
二
〇
億
金
マ
ル
ク
に
決
定
し
た
が
、
天
文
学
的
数
字
と
も
言
わ
れ
る
賠

償
支
払
い
の
負
担
は
、
戦
後
の
混
乱
か
ら
立
ち
直
っ
て
い
な
い
敗
戦
国
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
は
連
合
国
に
賠
償
支
払
い
の
猶

予
を
く
り
返
し
願
い
出
た
が
、
二
三
年
一
月
、
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
は
ド
イ
ツ
の
債
務
不
履
行
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
ル
ー
ル
地
方
の

占
領
に
踏
み
切
る
。
泥
沼
化
し
た
賠
償
問
題
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
政
権
発
足
直
前
の
二
四
年
八
月
に
よ
う
や
く
沈
静
し
た
。
英
米
の
金

融
専
門
家
に
よ
る
賠
償
支
払
い
額
緩
和
の
勧
告
、
い
わ
ゆ
る
「
ド
ー
ズ
案
」
が
ロ
ン
ド
ン
で
正
式
に
採
択
さ
れ
、
ル
ー
ル
占
領
に
も
終
結

の
目
途
が
立
つ
こ
と
と
な
っ
）
16
（

た
。

　
一
方
、
安
全
保
障
を
め
ぐ
っ
て
は
未
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
暗
雲
が
た
れ
込
め
て
い
た
。
休
戦
協
定
の
締
結
か
ら
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
か

け
て
、
連
合
国
は
ド
イ
ツ
の
大
幅
な
武
装
解
除
に
成
功
し
て
い
た
。
一
四
年
夏
の
西
方
侵
攻
に
一
五
〇
万
人
以
上
の
兵
士
を
投
入
し
た
ド

イ
ツ
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
そ
の
一
割
に
も
満
た
な
い
一
〇
万
人
規
模
の
軍
隊
に
制
限
さ
れ
た
。
参
謀
本
部
も
徴
兵
制
も
廃
止
さ
れ
、
何

万
と
い
う
数
の
大
砲
や
迫
撃
砲
、
機
関
銃
が
没
収
も
し
く
は
解
体
さ
れ
た
。
二
二
年
夏
ま
で
に
は
連
合
国
に
よ
っ
て
重
火
器
や
要
塞
の
大

半
が
取
り
除
か
れ
、
共
和
国
軍
（Reichsw

ehr

）
の
軍
事
力
は
ほ
と
ん
ど
自
衛
の
た
め
に
し
か
使
い
得
な
い
ほ
ど
抑
制
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
）
17
（
る
。
そ
れ
で
も
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
が
二
四
年
九
月
か
ら
全
面
査
察
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
警
察
の
再
編
や
軍
用
物
資
の
廃
棄
に
関
す
る
違
反
が

発
見
さ
れ
）
18
（

た
。
過
去
半
世
紀
の
間
に
二
度
も
ド
イ
ツ
か
ら
侵
略
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
は
対
独
安
全
保
障
に
満
足
で
き
ず
、
時
の
エ
リ
オ

（Édouard H
erriot

）
政
権
は
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
」
と
呼
ば
れ
る
国
際
連
盟
強
化
策
を
推
進
す
る
こ
と
で
そ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
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し
て
い
）
19
（
た
。

　
つ
ま
り
一
九
二
四
年
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
経
済
領
域
に
お
い
て
戦
勝
国
と
敗
戦
国
の
関
係
に
雪
解
け
の
季
節
が
到
来
し
て
い
た
も

の
の
、
安
全
保
障
の
領
域
で
は
大
国
協
調
を
基
礎
づ
け
る
「
ド
ー
ズ
案
」
の
よ
う
な
国
際
的
枠
組
み
が
不
在
で
あ
っ
た
。
か
か
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
情
勢
に
つ
い
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
で
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
陸
軍
省
は
、
ド
イ
ツ
の
些
細
だ
が
多
岐
に
わ
た
る
軍
縮
違
反
が
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
か
ら
報
告
さ
れ
る
中
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
中
長
期
的
な

不
安
定
要
素
の
一
つ
と
し
て
ド
イ
ツ
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
一
九
二
四
年
末
、
ド
イ
ツ
の
軍
事
力
は
全
体
と
し
て
弱
体
化

し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
イ
ギ
リ
ス
代
表
ウ
ォ
ー
カ
プ
（Arthur W

auchope

）
が
陸
軍
省
に
報
告
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
は

「
現
在
十
分
に
武
装
解
除
さ
れ
」、
大
国
間
戦
争
に
打
っ
て
出
る
だ
け
の
能
力
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
）
20
（
る
。
し
か
し
査
察
の
途
中
経
過
か
ら

は
、
ド
イ
ツ
き
っ
て
の
軍
需
産
業
で
あ
る
ク
ル
ッ
プ
社
が
、
大
砲
を
製
造
す
る
プ
ラ
ン
ト
を
エ
ッ
セ
ン
に
保
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明

ら
か
と
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
の
頭
脳
に
当
た
り
、
作
戦
行
動
の
策
定
な
ら
び
に
情
報
収
集
を
行
う
参
謀
本
部
（G

eneral Staff

）

は
、
ド
イ
ツ
民
間
の
重
工
業
が
兵
器
製
造
を
本
格
的
に
開
始
す
れ
ば
、「
科
学
を
身
に
つ
け
た
未
開
人
」
の
集
ま
り
で
あ
る
ド
イ
ツ
は
再

び
勢
力
拡
張
に
乗
り
出
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
）
21
（
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
陸
軍
評
議
会
（Arm

y Council

）
も
、
参
謀
本
部
の
見
解
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
陸
軍

省
は
一
九
二
四
年
一
一
月
と
一
二
月
の
二
度
に
わ
た
り
、
こ
の
先
五
年
の
間
に
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
を
危
険
に
さ
ら
す
蓋
然
性

が
今
ま
で
以
上
に
高
く
な
る
、
と
外
務
省
に
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
軍
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
駐
留
し
て
い
る
こ
と
の
論
理
的

帰
結
と
し
て
、「﹇
ド
イ
ツ
の
対
外
侵
略
と
い
う

―
引
用
者
註
﹈
非
常
事
態
に
備
え
、
わ
が
軍
の
増
派
計
画
を
考
慮
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
も
論
じ
）
22
（
た
。

　
か
く
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
発
足
直
後
の
陸
軍
省
は
、
い
つ
と
は
断
定
で
き
な
い
に
せ
よ
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
を
揺
る

が
す
事
態
を
予
期
し
、
そ
の
場
合
に
周
辺
国
の
被
害
を
最
小
化
す
る
手
段
と
し
て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
正
当
化
し
て
い
た
。
陸
軍
省
の
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占
領
に
対
す
る
支
持
は
、
覇
権
へ
の
道
を
歩
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
ド
イ
ツ
へ
の
用
心
に
根
差
し
て
い
た
と
い
え
る
。
一
九
二
四
年
末
、

ド
イ
ツ
の
軍
事
力
は
依
然
と
し
て
大
陸
の
脅
威
と
は
い
え
な
い
程
度
に
ま
で
縮
小
し
て
い
た
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
査
察
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の

軍
縮
違
反
が
目
に
つ
く
状
況
に
置
か
れ
た
陸
軍
省
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
備
増
大
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
に
与
え
る
中
長
期
的
影
響
を
懸
念
し

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
外
務
省
の
対
外
認
識
は
陸
軍
省
と
い
さ
さ
か
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
一
月
二
二
日
、
外
務
省
で
は
イ
ギ
リ
ス
の

大
陸
政
策
を
検
討
す
べ
く
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
の
も
と
に
ク
ロ
ウ
外
務
事
務
次
官
、
政
務
次
官
マ
ク
ニ
ー
ル
（Ronald M

cN
eill, later 

1st Baron Cushendun
）、
歴
史
顧
問
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
・
モ
ー
リ
ー
（Jam

es H
eadlam

-M
orley

）、
ド
イ
ツ
問
題
を
担
当
す
る
中
欧
局
か
ら
ニ

コ
ル
ソ
ン
（H

arold N
icolson

）
と
い
っ
た
主
要
ス
タ
ッ
フ
が
一
堂
に
会
し
）
23
（

た
。
そ
の
結
果
、
省
内
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
況
に
関
す
る

以
下
の
よ
う
な
共
通
認
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
下
で
強
制
さ
れ
た
領
土
や
軍
備
の
喪
失
に
憤
慨
す
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に

よ
っ
て
獲
得
し
た
安
全
が
十
分
で
な
い
と
不
安
を
抱
き
、
両
国
が
互
い
に
不
信
感
を
募
ら
せ
る
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
は
そ
の

豊
富
な
人
口
お
よ
び
天
然
資
源
に
鑑
み
れ
ば
、
い
ず
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
大
軍
事
勢
力
へ
と
成
長
し
、
一
九
一
九
年
の
講
和
で
失
っ
た

東
欧
の
領
土
を
奪
回
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
大
胆
な
攻
撃
的
行
動
に
走
る
能
力
を
有
し
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

半
世
紀
の
間
に
二
度
も
ド
イ
ツ
に
侵
略
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
は
隣
国
に
怯
え
き
っ
て
お
り
、
こ
の
対
独
恐
怖
が
鎮
め
ら
れ
な
い
限
り
、
フ
ラ

ン
ス
は
そ
の
場
し
の
ぎ
の
軍
事
行
動
に
出
な
い
と
も
限
ら
な
）
24
（
い
。

　
す
な
わ
ち
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
外
務
省
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
を
揺
る
が
す
危
険
が
よ
り
高
い
の
は
、
ド
イ
ツ
の
侵
略
を
恐
れ

る
あ
ま
り
ル
ー
ル
占
領
の
よ
う
な
一
方
的
政
策
に
走
り
か
ね
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
方
で
あ
り
、
武
装
解
除
さ
れ
た
ド
イ
ツ
は
差
し
迫
っ
た
軍

事
的
脅
威
と
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
外
務
省
の
認
識
は
、
陸
軍
省
の
警
告
に
示
さ
れ
た
彼
ら
の
反
応
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
よ
る
侵
略
の
可
能
性
を
閑
却
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
一
九
二
四
年
一
二
月
の
陸
軍
省
の
主
張
に
つ
い
て
、
外
務
省
中
欧
局
長
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ラ
ン
プ
ソ
ン
（M

iles Lam
pson

）
は
「
ば
か
げ
た
手
紙
」
だ
と
冷
淡
に
書
き
留
め
）
25
（
た
。
ク
ロ
ウ
外
務
事
務
次
官
も
こ
れ
に
同
意
し
、
陸
軍

省
の
見
解
が
フ
ラ
ン
ス
に
洩
れ
伝
わ
る
こ
と
で
、
対
独
戦
に
備
え
た
軍
事
協
議
の
必
要
性
が
英
仏
間
の
検
討
課
題
に
な
ら
ぬ
よ
う
注
意
せ

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
）
26
（
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
の
発
足
当
初
よ
り
、
外
務
省
の
対
独
不
信
は
陸
軍
省
に
比
べ
る
と
相
対
的
に
弱

か
っ
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
外
務
省
は
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
要
因
で
あ
る
と
安
心
し
き
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
は
一
九
二
四
年
一
二
月
、
国
際
連
盟
理
事
会
に
出
席
す
る
た
め
赴
い
た
ロ
ー
マ
の
地
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の

代
表
が
安
全
保
障
上
の
不
安
を
揃
っ
て
口
に
す
る
の
を
聞
い
）
27
（

た
。
こ
れ
ら
大
陸
諸
国
が
恐
れ
て
い
た
の
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
雪
辱

を
期
す
る
ド
イ
ツ
の
復
讐
戦
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
外
務
省
に
は
大
使
館
経
由
で
連
合
国
に
対
す
る
ド
イ
ツ
政
府
の
不
満
が
度
々
も
た
ら
さ

れ
た
が
、
軍
縮
義
務
に
背
き
な
が
ら
連
合
国
の
悪
意
ば
か
り
を
指
摘
す
る
ド
イ
ツ
の
態
度
に
、
省
内
で
は
少
な
か
ら
ぬ
苛
立
ち
が
生
じ
て

い
）
28
（
た
。
戦
後
の
現
状
を
な
か
な
か
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
、
隣
国
に
侵
略
の
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す
ド
イ
ツ
を
、
外
務
省
は
信
頼
に
足
る
大

国
協
調
の
一
員
と
ま
で
は
見
な
せ
ず
に
い
た
。

　
こ
う
し
て
外
務
省
と
陸
軍
省
に
対
独
認
識
の
温
度
差
が
見
ら
れ
る
中
、
発
足
し
た
ば
か
り
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

占
領
を
め
ぐ
っ
て
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
五
年
一
月
一
〇
日
、
連
合
軍
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
四
二
九
条
に
従
っ

て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
北
部
の
ケ
ル
ン
地
域
か
ら
撤
退
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
ド
イ
ツ
が
同
条
約
を
「
誠
実
に
」
履
行
し
て

い
る
旨
、
連
合
国
が
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
は
明
確
で
、
対
独
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
ケ
ル
ン
撤
退
に
は

応
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
二
四
年
一
二
月
五
日
、
英
仏
外
相
会
談
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
首
相
兼
外
相
エ
リ
オ
は
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
に
、
ド
イ
ツ
の
軍
縮
違
反
は
一
つ
一
つ
は
些
末
な
が
ら
も
総
体
と
し
て
莫
大
で
あ
り
、
こ
れ
を
放
置
す
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戦

争
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
た
め
、
ド
イ
ツ
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
軍
縮
規
定
に
厳
格
に
従
わ
せ
る
ま
で
連
合
軍
は
ケ
ル
ン
地
域
か
ら
撤
退

す
べ
き
で
な
い
、
と
申
し
入
れ
て
い
）
29
（
た
。
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イ
ギ
リ
ス
は
占
領
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一
時
的
に
静
観
す
る
立
場
を
採
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
エ
リ
オ
に
対
し
、
連
合
国
は
直
ち
に
ケ

ル
ン
撤
退
の
拒
絶
を
発
表
す
る
の
で
な
く
、
ま
ず
は
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
最
終
報
告
が
発
表
さ
れ
る
の
を
待
ち
、
連
合
軍
の
進
退
に
つ
い
て
結
論

を
出
す
の
は
そ
の
後
に
す
べ
き
だ
と
返
答
し
て
い
）
30
（
る
。
一
二
月
一
七
日
の
閣
議
で
も
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
備
に
対
す
る
Ｉ
Ｍ

Ｃ
Ｃ
の
査
察
が
終
了
す
る
ま
で
、
連
合
国
は
ケ
ル
ン
地
域
の
占
領
を
継
続
す
べ
き
か
に
つ
い
て
決
定
を
下
せ
な
い
、
と
指
摘
し
た
。
内
閣

は
同
日
、
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
最
終
報
告
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
ケ
ル
ン
地
域
か
ら
の
連
合
軍
撤
退
を
延
期
す
る
、
と
い
う
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
提
案

を
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
正
式
な
方
針
と
し
て
承
認
し
）
31
（

た
。
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
時
、
占
領
そ
の
も
の
の
必
要
性
を
認
め
て
ケ
ル
ン
撤
退
に
反
対

し
た
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
「
誠
実
に
」
履
行
し
て
い
る
か
判
断
で
き
な
い
た
め
、
当
座
の
措
置
と
し
て
占
領

に
関
す
る
決
定
を
先
送
り
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
九
二
五
年
一
月
五
日
、
連
合
国
は
ケ
ル
ン
地
域
の
占
領
を
続
行
す
る
旨
、
駐
独
イ
ギ
リ
ス
大
使
ダ
バ
ノ
ン
（1st Baron D

’

Abernon

）
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
政
府
に
通
達
し
）
32
（
た
。
ま
も
な
く
ド
イ
ツ
の
軍
備
一
斉
査
察
を
終
え
た
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
は
、
そ
の
結
果
を
一
六
〇

頁
に
及
ぶ
報
告
書
に
ま
と
め
上
げ
た
。
そ
こ
で
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
出
し
た
結
論
と
は
、
ヒ
ト
（
警
察
官
の
過
剰
雇
用
や
違
法
な
軍
事
教
練
の
実
施

等
）
お
よ
び
モ
ノ
（
禁
止
さ
れ
て
い
る
装
備
の
製
造
・
輸
入
等
）
の
両
面
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
軍
縮
違
反
は
明
ら
か
で
あ
る
一
方
、
そ
の
数
と

範
囲
が
あ
ま
り
に
広
範
囲
に
わ
た
る
た
め
、
ド
イ
ツ
が
特
に
重
要
と
み
ら
れ
る
項
目
で
履
行
の
意
思
を
示
し
た
際
に
は
、
連
合
国
は
他
の

点
に
つ
い
て
何
ら
か
の
譲
歩
に
応
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ
）
33
（
た
。
こ
う
し
た
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
勧
告
を
受
け
、
連
合
国
は
六

月
四
日
、
ケ
ル
ン
地
域
の
占
領
解
除
の
条
件
と
し
て
主
要
「
一
二
項
目
」
の
是
正
を
ド
イ
ツ
に
要
求
し
）
34
（
た
。
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三
　
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
成
立
と
占
領
政
策

―
ケ
ル
ン
地
域
か
ら
の
撤
退
へ

　
一
九
二
五
年
一
〇
月
一
六
日
、
マ
ジ
ョ
ー
レ
湖
畔
を
望
む
ス
イ
ス
有
数
の
保
養
地
ロ
カ
ル
ノ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
に
関
す
る
七

つ
の
条
約
が
仮
調
印
さ
れ
た
。
そ
の
中
核
を
成
す
「
ラ
イ
ン
条
約
」
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
は
西
の
隣
国
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
と
相

互
不
可
侵
を
誓
約
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
定
め
ら
れ
た
西
欧
の
現
状
、
す
な
わ
ち
上
記
三
カ
国
共
通
の
国
境
な
ら
び
に
ラ
イ
ン
ラ
ン

ト
の
非
武
装
化
を
保
障
し
た
。
こ
れ
ら
の
「
明
白
な
（flagrant

）」
侵
犯
に
対
し
て
は
、
国
際
連
盟
理
事
会
の
制
裁
を
待
つ
間
、
イ
ギ
リ

ス
と
イ
タ
リ
ア
が
被
害
を
受
け
た
締
約
国
に
必
要
な
援
助
を
与
え
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
た
。
同
時
に
ド
イ
ツ
は
東
の
隣
国
ポ
ー
ラ
ン
ド
お

よ
び
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
も
仲
裁
裁
判
条
約
を
結
ぶ
こ
と
で
、
東
欧
に
お
い
て
も
紛
争
の
平
和
的
解
決
へ
の
意
欲
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
二
六
年
九
月
、
ロ
カ
ル
ノ
で
の
合
意
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
は
常
任
理
事
国
と
し
て
国
際
連
盟
に
加
入
し
）
35
（
た
。

　
一
九
一
九
年
の
パ
リ
に
お
け
る
講
和
が
連
合
国
と
ド
イ
ツ
の
戦
闘
状
態
を
法
的
に
終
結
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
ロ
カ
ル
ノ
で
行
わ
れ
た
の

は
旧
交
戦
国
が
信
頼
に
基
づ
く
持
続
的
な
関
係
を
築
く
た
め
の
政
治
的
和
解
の
試
み
で
あ
っ
）
36
（
た
。
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
政
府
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
条
約
の
正
当
性
に
異
議
を
唱
え
て
き
た
が
、
ロ
カ
ル
ノ
で
の
ド
イ
ツ
は
敗
戦
で
失
っ
た
領
土
を
武
力
に
よ
っ
て
回
復
す
る
こ
と
は
な
い

と
約
束
し
、
戦
勝
国
は
敗
戦
国
の
平
和
的
意
志
を
改
め
て
承
認
し
た
の
で
あ
）
37
（

る
。
ま
た
常
任
理
事
国
と
し
て
国
際
連
盟
に
加
入
す
る
こ
と

で
、
ド
イ
ツ
は
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
と
い
う
大
国
と
し
て
の
責
任
を
も
引
き
受
け
た
。
ド
イ
ツ
の
連
盟
参
加
は
、
戦
勝
国
に
よ
る
敗
戦

国
の
国
際
社
会
へ
の
再
統
合
を
意
味
し
て
い
た
。
二
五
年
後
半
か
ら
二
六
年
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
の
文
脈
は
対
立
か
ら
協
調
へ

変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
）
38
（
る
。

　
そ
れ
で
は
ロ
カ
ル
ノ
条
約
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
相
対
的
安
定
化
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
政
策
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う

か
。
一
九
二
五
年
一
〇
月
以
降
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
と
外
務
省
は
ド
イ
ツ
の
要
求
に
沿
っ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
修
正
を
本
格
的
に
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追
求
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
敗
戦
国
ド
イ
ツ
を
一
員
と
す
る
大
国
協
調
の
体
系
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

は
、
軍
縮
や
占
領
と
い
っ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
諸
規
定
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
の
主
権
が
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

永
続
的
平
和
が
訪
れ
な
い
と
考
え
た
の
だ
。
す
で
に
八
月
上
旬
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ロ
ン
ド
ン
を
訪
れ
た
フ
ラ
ン
ス
外
相
ブ
リ
ア
ン

（Aristide Briand

）
と
の
会
談
で
、
こ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
と
調
印
す
る
取
決
め
、
す
な
わ
ち
ロ
カ
ル
ノ
条
約
を
新
た
な
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約

で
は
な
く
、「
対
等
な
国
家
間
の
相
互
的
か
つ
自
発
的
な
合
意
」
に
す
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
）
39
（

た
。

　
彼
が
大
陸
政
策
の
指
針
と
し
た
の
は
、
約
百
年
前
に
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
の
再
建
に
尽
力
し
た
イ
ギ
リ
ス
外
相
カ
ー
ス

ル
レ
イ
（V

iscount Castlereagh

）
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
二
月
、
外
務
省
歴
史
顧
問
の
ヘ
ッ
ド
ラ
ム
・
モ
ー
リ
ー
は
覚
書
の
中
で
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
の
講
和
に
お
け
る
重
要
な
点
と
し
て
カ
ー
ス
ル
レ
イ
ら
戦
勝
国
の
指
導
者
が
敗
戦
国
に
平
等
な
地
位
を
与
え
、
フ
ラ

ン
ス
の
大
国
と
し
て
の
尊
厳
に
配
慮
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
と
記
し
て

い
）
40
（
る
。
ま
た
彼
は
五
月
に
は
、
自
身
の
大
陸
政
策
が
原
則
と
し
て
カ
ー
ス
ル
レ
イ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
独
恐
怖
が

緩
和
さ
れ
た
後
に
ド
イ
ツ
を
「
欧
州
協
調
」
に
迎
え
入
れ
る
用
意
が
あ
る
と
駐
英
ド
イ
ツ
大
使
に
告
げ
て
い
）
41
（
る
。
そ
し
て
ロ
カ
ル
ノ
条
約

が
仮
調
印
さ
れ
た
後
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
連
合
国
は
ド
イ
ツ
に
講
和
条
約
を
徹
底
的
に
履
行
さ
せ
る
こ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

平
和
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
今
後
は
連
合
国
と
ド
イ
ツ
「
双
方
の
和
解
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
が
よ
り

良
く
保
障
さ
れ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
っ
）
42
（

た
。
勝
者
が
敗
者
に
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
英
仏
独
が
対
等
な
立
場
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安

定
に
貢
献
す
る
姿
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
思
い
描
く
国
際
秩
序
で
あ
っ
た
。

　
同
様
の
認
識
は
、
外
務
省
内
に
も
浸
透
し
て
い
た
。
一
九
二
六
年
に
入
る
と
、
ド
イ
ツ
政
策
を
担
当
す
る
中
欧
局
と
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び

ベ
ル
ギ
ー
政
策
を
担
当
す
る
西
方
局
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
に
関
す
る
覚
書
を
そ
れ
ぞ
れ
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
提
出
し
た
が
、
い
ず
れ
も
ロ

カ
ル
ノ
条
約
の
締
結
後
に
ド
イ
ツ
が
大
国
の
地
位
を
回
復
し
、
西
欧
で
は
戦
勝
国
と
敗
戦
国
の
区
別
が
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
、

と
分
析
し
て
い
）
43
（

た
。
大
国
の
共
同
性
の
中
に
永
続
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
の
曙
光
を
見
出
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
外
務
省
は
、
ド
イ
ツ
の
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弱
体
化
を
固
定
す
る
よ
う
な
強
制
政
策
と
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
占
領
問
題
に
お
い
て
、
彼
ら
は
連
合
軍
を
可
能
な
限
り

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
か
ら
撤
退
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
陸
軍
省
も
、
ロ
カ
ル
ノ
会
議
直
後
か
ら
対
独
宥
和
へ
の
志
向
を
強
め
る
外
務
省
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
内
閣
の
発
足
当
初
、
陸
軍
省
は
ド
イ
ツ
へ
の
対
抗
策
の
一
つ
と
し
て
占
領
を
支
持
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
二
五
年
一

〇
月
末
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
が
旗
振
り
役
と
な
り
連
合
国
の
間
で
ケ
ル
ン
撤
退
に
向
け
た
交
渉
が
始
ま
る
と
、
陸
軍
省
は
こ
れ
を
許
容

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
占
領
を
め
ぐ
っ
て
陸
軍
省
の
態
度
が
軟
化
し
た
背
景
に
は
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
陸
軍
省
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
警
戒
が
か

な
り
の
程
度
解
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ロ
カ
ル
ノ
会
議
が
終
了
し
て
か
ら
二
週
間
と
経
た
ぬ
内
に
、
陸
相

ワ
ー
ジ
ン
ト
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
（Sir Lam

ing W
orthington-Evans

）
は
「
軍
事
的
安
全
お
よ
び
将
来
の
戦
争
防
止
の
見
地
か
ら
」
ド
イ
ツ

の
軍
縮
違
反
を
も
は
や
重
視
し
な
い
、
と
い
う
参
謀
本
部
の
方
針
を
外
務
省
に
伝
え
て
い
）
44
（
る
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
発
足
当
初
は
ド
イ

ツ
の
軍
事
的
台
頭
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
陸
軍
省
が
、
な
ぜ
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
結
で
そ
う
し
た
警
戒
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
そ
れ
は
陸
軍
省
の
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
根
本
的
関
心
が
、
ド
イ
ツ
一
国
の
潜
在
的
軍
事
力
よ
り
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
に
と
っ
て
枢
要

な
戦
略
的
国
境
の
保
障
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
一
九
二
四
年
末
の
陸
軍
省
は
ド
イ
ツ
の
軍
事
大
国
化
に
不
安
を
抱
い
て
い
た

が
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
筋
書
き
は
い
つ
と
は
断
定
で
き
ぬ
類
の
中
長
期
的
な
話
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
認
識
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
わ
ず
か
数
カ
月
後
の
二
五
年
二
月
末
、
ワ
ー
ジ
ン
ト
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
陸
相
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
に
、
ド
イ
ツ
の

侵
略
が
切
迫
し
た
危
険
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
参
謀
本
部
の
意
見
で
も
あ
っ
）
45
（
た
。

　
そ
し
て
一
九
二
五
年
二
月
、
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
が
ド
イ
ツ
の
軍
備
に
関
す
る
最
終
報
告
を
提
出
す
る
と
、
ワ
ー
ジ
ン
ト
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
陸
相

は
主
要
閣
僚
お
よ
び
三
軍
指
導
層
が
防
衛
政
策
に
関
し
て
意
見
調
整
を
行
う
帝
国
防
衛
委
員
会
に
お
い
て
、
近
年
の
航
空
技
術
の
発
達
に
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伴
い
、
英
仏
海
峡
の
対
岸
に
広
が
る
低
地
諸
国
と
フ
ラ
ン
ス
、
そ
し
て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
が
対
英
爆
撃
基
地
に
利
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
イ
ギ

リ
ス
の
安
全
に
と
っ
て
何
よ
り
不
可
欠
だ
と
強
調
し
）
46
（

た
。
七
月
に
は
参
謀
総
長
カ
ヴ
ァ
ン
（10th Earl of Cavan

）
が
、
ド
イ
ツ
を
含
め

た
主
要
大
国
に
よ
っ
て
西
欧
の
現
状
維
持
が
誓
約
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
協
定
は
大
陸
に
お
け
る
戦
争
の
危
険
を
抑
制
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
安
全

を
高
め
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
）
47
（
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
の
潜
在
的
軍
事
力
に
対
す
る
陸
軍
省
の
不
安
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
査
察

を
通
じ
ド
イ
ツ
の
軍
縮
違
反
が
一
気
に
表
面
化
し
た
こ
と
へ
の
一
時
的
反
応
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
一
九
二
五
年
春
に
ド
イ
ツ
の
軍
縮
問
題
が
一
旦
落
ち
着
き
、
そ
の
後
安
保
協
定
交
渉
が
本
格
化
す
る
に
つ
れ
、
陸
軍
省
は
ド
イ

ツ
の
軍
事
力
よ
り
も
同
国
の
対
外
行
動
の
方
を
懸
念
し
、
西
欧
の
現
状
に
対
す
る
（
ド
イ
ツ
を
含
め
た
）
関
係
国
の
同
意
確
保
を
重
視
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
二
五
年
一
〇
月
の
ロ
カ
ル
ノ
で
ド
イ
ツ
が
仏
白
両
国
と
の
国
境
お
よ
び
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
非
武
装
化

を
保
障
す
る
と
、
陸
軍
省
は
ド
イ
ツ
に
対
す
る
警
戒
を
ひ
と
ま
ず
緩
和
で
き
た
の
で
あ
っ
）
48
（

た
。
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
成
立
を
境
に
、
陸
軍
省

の
認
識
か
ら
軍
事
的
脅
威
と
し
て
の
ド
イ
ツ
が
後
退
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
支
持
す
る
中
核
的
根
拠
を
失
う
こ
と

に
な
っ
た
。

　
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
仮
調
印
後
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
さ
っ
そ
く
占
領
問
題
に
お
い
て
対
独
宥
和
を
実
践
し
た
。
一
九
二
五
年
一
月
以
来
延

期
さ
れ
て
き
た
ケ
ル
ン
地
域
の
占
領
解
除
を
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
本
調
印
式
が
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
る
同
年
一
二
月
一
日
に
開
始
す
べ
く
、

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ブ
リ
ア
ン
仏
外
相
の
説
得
に
動
い
た
の
で
あ
）
49
（

る
。
ド
イ
ツ
の
侵
略
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
獲
得
し

た
ブ
リ
ア
ン
は
、
仏
独
関
係
の
改
善
に
前
向
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
ケ
ル
ン
地
域
に
駐
留
す
る
約
一
万
人
の
フ
ラ
ン
ス
兵
を
本
国
に

帰
還
さ
せ
る
の
に
、
一
二
月
一
日
の
撤
退
開
始
は
あ
ま
り
に
突
然
の
話
で
あ
る
と
、
ブ
リ
ア
ン
の
反
応
は
消
極
的
で
あ
っ
）
50
（

た
。
し
か
し

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
引
き
下
が
ら
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
中
で
も
ド
イ
ツ
封
じ
込
め
の
性
格
が
強
い
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
を
ロ

カ
ル
ノ
条
約
の
本
調
印
と
併
せ
て
縮
小
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
を
含
め
た
大
国
協
調
の
復
活
を
内
外
に
印
象
づ
け
る
。
こ
う
し
た
「
政
治

的
効
果
」
を
今
は
優
先
す
べ
き
、
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
駐
仏
大
使
ク
ル
ー
（1st M

arquess of Crew
e

）
を
通
じ
て
ブ
リ
ア
ン
に
申
し
入
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れ
）
51
（
た
。
ブ
リ
ア
ン
は
こ
れ
を
受
け
、
イ
ギ
リ
ス
が
ロ
カ
ル
ノ
条
約
本
調
印
式
の
主
催
国
で
あ
る
点
を
尊
重
し
、
一
二
月
一
日
の
ケ
ル
ン
撤

退
開
始
を
承
諾
し
）
52
（

た
。

　
一
九
二
五
年
一
二
月
一
日
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
内
の
一
室
で
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
本
調
印
式
が
執
り
行
わ
れ
る
中
、
ケ
ル
ン
地
域
か
ら
の

連
合
軍
撤
退
は
開
始
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
が
軍
縮
に
関
す
る
一
二
項
目
を
履
行
す
る
の
を
見
届
け
る
こ
と
な
く
、
連
合
国
は
イ
ギ
リ
ス
の
主

導
で
占
領
の
緩
和
に
動
い
た
の
で
あ
っ
た
。

四
　
ロ
カ
ル
ノ
条
約
成
立
後
の
占
領
政
策

―
占
領
軍
削
減
問
題
の
解
決

　
一
九
二
六
年
一
月
末
に
ケ
ル
ン
地
域
か
ら
の
撤
退
が
完
了
し
た
後
、
占
領
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
の
争
点
は
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
お
よ

び
マ
イ
ン
ツ
両
地
区
に
残
留
す
る
連
合
軍
の
縮
小
へ
と
移
っ
た
。
二
五
年
一
一
月
一
四
日
、
連
合
国
は
ド
イ
ツ
に
対
し
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

に
駐
留
す
る
兵
員
を
「
友
好
と
信
頼
の
精
神
」
か
ら
「
相
当
程
度
（considerably

）」
削
減
す
る
、
と
通
告
し
て
い
）
53
（
た
。
ロ
カ
ル
ノ
に
お

い
て
武
力
に
よ
る
現
状
修
正
の
可
能
性
を
退
け
た
ド
イ
ツ
へ
の
報
奨
と
し
て
、
連
合
国
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
と
は
別
に
、
つ
ま

り
ド
イ
ツ
の
条
約
履
行
と
関
係
な
く
占
領
軍
の
人
員
削
減
を
約
束
し
た
の
で
あ
）
54
（
る
。
し
か
し
縮
小
の
規
模
や
具
体
的
日
程
に
関
す
る
決
定

は
連
合
国
の
裁
量
次
第
で
あ
っ
た
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
は
共
同
占
領
国
で
あ
り
最
大
人
数
を
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
派
兵
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
削
減

の
詳
細
に
つ
い
て
合
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
占
領
軍
削
減
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
は
し
ば
し
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
が
占
領
体
制
の
早
急
な

緩
和
を
要
求
す
る
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
が
同
問
題
へ
の
取
組
み
を
回
避
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
六
月
末
、
ド
イ
ツ
外
相
シ
ュ
ト

レ
ー
ゼ
マ
ン
（G

ustav Stresem
ann

）
は
議
会
の
外
交
問
題
委
員
会
で
こ
う
主
張
し
た
。
賠
償
金
に
関
す
る
ド
ー
ズ
案
お
よ
び
ロ
カ
ル
ノ

条
約
の
批
准
を
通
じ
、
ド
イ
ツ
は
連
合
国
に
国
際
協
調
と
平
和
へ
の
意
志
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
間
も
な
く
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
国
際
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連
盟
へ
の
加
入
（
二
六
年
九
月
の
連
盟
総
会
に
て
承
認
）
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
そ
う
し
た
姿
勢
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
連
合
国

が
占
領
軍
の
削
減
に
た
め
ら
う
理
由
は
な
い
、
）
55
（

と
。
翌
二
七
年
一
月
に
は
ド
イ
ツ
で
マ
ル
ク
ス
（W

ilhelm
 M

arx

）
を
首
班
と
す
る
新
内

閣
が
発
足
し
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
み
な
ら
ず
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
も
反
感
を
抱
く
国
家
人
民
党
が
連
立
の
一
角
を
占

め
た
。
す
る
と
、
外
相
に
留
任
し
た
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
依
然
と
し
て
英
仏
と
の
協
調
を
軸
に
、
漸
進
的
に
条
約
修
正
を
成
し
遂
げ
よ

う
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
聞
で
は
ド
イ
ツ
の
一
部
政
治
家
に
よ
る
強
硬
な
発
言
が
大
き
く
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
56
（

た
。

　
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
リ
ア
ン
外
相
は
占
領
軍
の
削
減
に
容
易
に
は
応
じ
ら
れ
ぬ
状
況
に
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
右
派
勢
力
の
連
合
国
批
判

に
対
抗
し
て
仏
メ
デ
ィ
ア
の
一
部
が
対
独
強
硬
論
に
傾
い
て
い
た
の
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
内
で
は
占
領
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
経

済
的
も
し
く
は
軍
事
的
見
返
り
を
得
る
た
め
の
貴
重
な
交
渉
材
料
と
す
る
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
首
相
兼
蔵
相
の
ポ
ワ
ン
カ
レ

（Raym
ond Poincaré

）
は
占
領
の
行
方
が
ド
イ
ツ
の
条
約
履
行
に
依
存
し
て
い
る
点
を
十
分
承
知
し
、
ド
ー
ズ
案
を
土
台
と
し
た
賠
償
総

額
の
再
調
整
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
占
領
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
）
57
（
た
。
外
務
省
で
も
ベ
ル
ト
ロ
（Philippe Berthelot

）
や
マ
シ
グ

リ
（René M

assigli

）
と
い
っ
た
主
要
高
官
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
非
武
装
化
が
フ
ラ
ン
ス
安
全
保
障
の
礎
石
で
あ
り
、
そ
の
保
全
を
監

視
す
る
何
ら
か
の
恒
久
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
い
限
り
、
連
合
軍
の
大
規
模
な
撤
退
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
）
58
（
た
。
一
九
二
五
年
一

一
月
、
ケ
ル
ン
撤
退
と
は
別
に
無
条
件
で
占
領
軍
を
削
減
す
る
と
ド
イ
ツ
に
約
束
し
た
連
合
国
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
現
は
一
年
半
を
過

ぎ
て
も
困
難
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
結
以
降
、
大
陸
政
策
の
軸
足
を
対
独
宥
和
に
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
と
外
務
省
に
と
っ
て
、

完
全
撤
退
を
視
野
に
入
れ
た
占
領
軍
の
削
減
は
譲
れ
な
い
一
線
で
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
七
月
に
ラ
ン
プ
ソ
ン
中
欧
局
長
は
、
占
領
が
今

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
変
則
的
事
態
（anom

aly

）」
と
化
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
前
年
一
〇
月
の
ロ
カ
ル
ノ
条
約
成
立
の
結

果
、
西
欧
に
は
ド
イ
ツ
の
軍
事
的
台
頭
に
対
す
る
効
果
的
な
防
壁
が
築
か
れ
た
の
だ
か
ら
、
も
は
や
連
合
国
が
ド
イ
ツ
領
内
に
兵
士
を
配

置
し
て
お
く
必
要
は
な
い
の
だ
っ
）
59
（
た
。
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チ
ェ
ン
バ
レ
ン
も
こ
れ
に
同
意
し
、
間
も
な
く
ド
イ
ツ
が
国
際
連
盟
に
常
任
理
事
国
と
し
て
加
盟
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ロ
カ
ル
ノ

以
降
イ
ギ
リ
ス
が
追
求
し
て
き
た
「
和
解
の
政
策
」
の
観
点
か
ら
も
占
領
の
早
期
撤
退
が
望
ま
れ
る
の
は
論
を
俟
た
な
い
、
と
付
け
加

え
）
60
（
た
。
一
九
二
六
年
八
月
一
六
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ク
ル
ー
駐
仏
大
使
に
宛
て
て
、
九
月
に
ド
イ
ツ
が
国
際
連
盟
に
加
盟
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
和
解
が
さ
ら
に
進
展
す
れ
ば
、
占
領
の
存
在
価
値
は
「
地
に
落
ち
る
（fall to the ground

）」
た
め
、
占
領
軍
の
削
減
を
速
や

か
に
推
進
し
た
い
旨
、
ブ
リ
ア
ン
に
取
り
次
ぐ
よ
う
書
き
送
っ
）
61
（

た
。

　
袋
小
路
に
入
っ
た
占
領
軍
削
減
問
題
が
に
わ
か
に
動
き
始
め
る
の
は
、
一
九
二
七
年
六
月
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
三
日
、
シ
ュ
ト

レ
ー
ゼ
マ
ン
独
外
相
は
議
会
に
お
い
て
、
自
ら
申
し
出
た
占
領
軍
の
削
減
を
実
行
に
移
さ
な
い
連
合
国
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
彼
に
よ
る

と
、
あ
る
国
家
の
誠
実
さ
に
一
た
び
疑
問
が
生
じ
れ
ば
、
同
様
の
不
信
感
は
た
ち
ま
ち
他
国
に
広
が
り
、
国
際
協
調
の
土
台
と
な
っ
て
い

る
条
約
の
存
立
ま
で
危
ぶ
ま
れ
る
。
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
英
仏
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
関
し
て
信
義
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
、
他

の
締
約
国
に
と
っ
て
そ
れ
は
危
険
な
前
例
に
な
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
演
説
を
こ
う
締
め
く
く
っ
た
。「
講
和

か
ら
八
年
を
経
て
、
ド
イ
ツ
の
主
権
回
復
が
切
に
望
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
ド
イ
ツ
固
有
の
領
土
で
あ
る
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
、
平

和
と
い
う
正
当
な
権
利
が
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
）
62
（
！
」。
西
欧
の
現
状
を
基
礎
づ
け
る
大
国
間
の
信
頼
に
英
仏
が
背
け
ば
、
ド
イ
ツ
も
相
応

の
身
振
り
で
応
え
る
と
ほ
の
め
か
す
こ
と
で
、
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
は
占
領
軍
の
早
期
削
減
を
連
合
国
に
迫
っ
て
い
た
。

　
同
じ
頃
、
イ
ギ
リ
ス
下
院
で
も
野
党
が
占
領
問
題
の
停
滞
を
め
ぐ
っ
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
へ
の
批
判
を
強
め
て
い
た
。
政
府
を
と

り
わ
け
鋭
く
追
及
し
た
の
は
、
軍
事
力
を
用
い
て
ド
イ
ツ
を
封
じ
込
め
る
措
置
に
戦
後
一
貫
し
て
反
対
し
て
き
た
労
働
党
の
議
員
で

あ
っ
）
63
（

た
。
外
交
官
出
身
で
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Ram

say M
acD

onald
）
内
閣
で
は
外
務
政
務
次
官
を
務
め
た
ポ
ン
ソ
ン
ビ
（Arthur 

Ponsonby

）
は
、
政
府
の
占
領
政
策
を
こ
う
非
難
し
た
。
休
戦
協
定
か
ら
九
年
近
く
が
過
ぎ
、
ロ
カ
ル
ノ
で
は
仏
独
間
の
友
好
が
固
め
ら

れ
た
と
い
う
の
に
、
何
ゆ
え
連
合
国
は
ド
イ
ツ
が
大
戦
前
に
配
置
し
て
い
た
人
数
以
上
の
兵
士
を
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
駐
留
さ
せ
て
い
る
の

か
。
政
府
は
一
九
一
四
年
の
よ
う
な
「
派
閥
的
同
盟
（sectional alliances

）」
の
世
界
に
イ
ギ
リ
ス
を
引
き
ず
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
、
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と）
64
（

。
　
ド
イ
ツ
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
桎
梏
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
て
い
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
と
っ
て
、
条
約
修
正
に
関
す
る
連
合
国
の
不

実
を
公
の
場
で
糾
弾
さ
れ
る
の
は
、
屈
辱
に
近
い
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
九
二
七
年
七
月
三
日
、
彼
は
占
領
軍
の
削
減
が
「
遅
れ
て

い
る
こ
と
に
こ
れ
ま
で
よ
り
一
層
強
い
不
安
を
抱
い
て
い
る
」
と
書
き
留
め
て
い
）
65
（
る
。
外
務
事
務
次
官
テ
ィ
レ
ル
（Sir W

illiam
 

Tyrrell

）
と
二
六
年
一
〇
月
よ
り
中
欧
局
長
に
就
任
し
て
い
た
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（O

rm
e Sargent

）
も
、
占
領
軍
の
削
減
は
ロ
カ
ル
ノ
以
来

イ
ギ
リ
ス
が
追
求
し
て
き
た
大
陸
政
策
の
成
否
を
左
右
す
る
決
定
的
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
関
与
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
の
意
見
で
一
致
し
）
66
（

た
。
対
独
宥
和
を
加
速
せ
よ
と
い
う
内
外
の
圧
力
に
直
面
し
た
外
務
省
は
、
い
よ
い
よ
占
領
軍
削
減
に
向

け
て
フ
ラ
ン
ス
の
説
得
に
動
き
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
一
九
二
七
年
七
月
一
五
日
、
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
中
欧
局
長
は
英
仏
交
渉
の
た
た
き
台
と
な
る
最
初
の
削
減
案
を
起
草
し
た
（
以
下
「
イ
ギ

リ
ス
第
一
案
」
と
呼
ぶ
）。
同
案
は
、
当
時
七
万
人
に
上
る
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
軍
（
こ
の
内
フ
ラ
ン
ス
兵
五
万
六
〇
〇
〇
人
、
イ
ギ
リ
ス
兵
七
五

〇
〇
人
、
ベ
ル
ギ
ー
兵
六
五
〇
〇
人
）
を
、
大
戦
前
に
ド
イ
ツ
政
府
が
同
地
域
に
配
置
し
て
い
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
五
万
六
〇
〇
〇
人
に
ま
で

縮
小
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
（
フ
ラ
ン
ス
兵
四
万
五
〇
〇
〇
人
、
イ
ギ
リ
ス
兵
六
〇
〇
〇
人
、
ベ
ル
ギ
ー
兵
五
〇
〇
〇
人
）。
イ
ギ
リ
ス
第
一

案
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
削
減
人
数
が
一
万
一
〇
〇
〇
人
と
最
も
多
く
、
イ
ギ
リ
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
一
五
〇
〇
人
の
削
減
に

抑
え
ら
れ
て
い
）
67
（
た
。
七
月
二
五
日
、
ク
ル
ー
駐
仏
大
使
は
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
の
レ
ジ
ェ
（Alexis Léger

）
に
イ
ギ
リ
ス
の
削
減
案
を
手
交

し
た
。
パ
リ
近
郊
の
コ
シ
ュ
レ
ル
で
静
養
し
て
い
た
ブ
リ
ア
ン
仏
外
相
は
、
外
務
省
に
戻
る
や
ク
ル
ー
と
面
会
す
る
。
ブ
リ
ア
ン
は
、
彼

自
身
に
関
す
る
限
り
占
領
軍
の
削
減
に
異
論
は
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
が
英
白
両
国
に
比
べ
て
一
〇
倍
近
く
も
削
減
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

は
余
り
に
不
釣
り
合
い
な
要
請
で
は
な
い
か
、
と
不
満
を
洩
ら
し
）
68
（
た
。

　
八
月
一
〇
日
、
ブ
リ
ア
ン
は
イ
ギ
リ
ス
側
に
対
案
を
提
示
す
る
（
以
下
「
フ
ラ
ン
ス
案
」
と
呼
ぶ
）。
同
案
に
よ
れ
ば
、
占
領
軍
は
現
状

の
七
万
人
か
ら
（
イ
ギ
リ
ス
第
一
案
よ
り
四
〇
〇
〇
人
多
い
）
六
万
人
規
模
に
再
編
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
は
（
イ
ギ
リ
ス
第
一
案
よ
り
五
〇
〇
〇
人
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多
い
）
五
万
人
を
引
き
続
き
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
駐
留
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
部
は
依
然
と
し
て
占
領
を
対
独
安
全
保

障
の
主
要
手
段
の
一
つ
と
捉
え
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
攻
勢
の
際
、
本
国
か
ら
軍
隊
が
派
遣
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
ラ
イ
ン
川
の
橋
頭
堡

を
押
さ
え
て
お
く
の
に
最
低
五
万
人
が
必
要
と
の
判
断
か
ら
で
あ
っ
）
69
（
た
。
フ
ラ
ン
ス
案
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
は
現
状
か
ら
六
〇
〇
〇
人
し

か
削
減
し
な
い
代
わ
り
に
、
英
白
両
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
（
イ
ギ
リ
ス
第
一
案
よ
り
五
〇
〇
人
多
い
）
二
〇
〇
〇
人
の
削
減
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。

　
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
ブ
リ
ア
ン
の
代
案
で
手
を
打
と
う
と
し
て
い
た
。
一
九
二
五
年
一
一
月
の
連
合
国
通
告
以
来
、
二
年
近
く
に
わ
た
り

占
領
軍
削
減
交
渉
に
背
を
向
け
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
が
、
と
も
か
く
も
ド
イ
ツ
と
の
約
束
を
果
た
す
と
前
向
き
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
国
協
調
の
確
立
を
目
指
す
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
で
あ
っ
た
が
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
と
ド
イ
ツ
の
連
盟
加
盟
の
後
、
彼
は
大
陸
政
策
で
目

立
っ
た
成
果
を
上
げ
ら
れ
ず
に
い
た
。
敗
戦
国
ド
イ
ツ
を
英
仏
と
対
等
な
大
国
に
回
復
す
る
に
は
、
軍
縮
の
み
な
ら
ず
占
領
に
関
し
て
も

フ
ラ
ン
ス
の
同
意
を
得
た
上
で
の
対
独
宥
和
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
八
月
一
五
日
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
政
府
内
に
、
早
急
に
占
領
体
制
を

緩
和
す
る
こ
と
が
「
政
治
的
理
由
か
ら
」
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
外
務
省
の
立
場
を
改
め
て
強
調
し
）
70
（

た
。

　
こ
こ
で
難
色
を
示
し
た
の
が
陸
軍
省
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
占
領
軍
削
減
と
い
う
外
務
省
の
方
針
自
体
に
は
反
対
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

イ
ギ
リ
ス
の
名
誉
と
い
う
観
点
か
ら
、
外
務
省
が
当
初
提
案
し
た
以
上
の
撤
退
を
イ
ギ
リ
ス
に
要
求
す
る
フ
ラ
ン
ス
案
に
反
対
し
て
い
た
。

連
合
軍
の
構
成
員
と
し
て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
駐
留
す
る
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
は
独
立
し
た
部
隊
に
ふ
さ
わ
し
い
力
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
）
71
（

る
。
こ
れ
以
前
に
も
陸
軍
省
は
、
占
領
軍
全
体
に
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
が
占
め
る
割
合
は
す
で
に
小
さ
い
の
だ
か
ら
、
さ
ら
な

る
イ
ギ
リ
ス
兵
の
撤
退
は
イ
ギ
リ
ス
の
対
外
関
与
を
め
ぐ
る
国
際
的
信
頼
に
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
を
表
明
し
て

い
）
72
（
た
。
要
す
る
に
陸
軍
省
は
イ
ギ
リ
ス
の
部
分
的
撤
退
が
同
国
の
威
信
に
与
え
る
悪
影
響
を
懸
念
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
陸
軍
省

が
い
か
な
る
規
模
の
兵
力
を
「
独
立
し
た
部
隊
に
ふ
さ
わ
し
い
力
」
と
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
具
体
的
な
数
字
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
）
73
（
た
。
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一
九
二
七
年
八
月
二
五
日
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
は
占
領
軍
削
減
に
関
す
る
新
た
な
枠
組
み
を
採
択
し
た
（
以
下
「
イ
ギ
リ
ス
第
二

案
」
と
呼
ぶ
）。
こ
れ
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
残
す
連
合
軍
を
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
通
り
六
万
人
に
規
定
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
削
減
数
を
フ

ラ
ン
ス
が
提
示
し
た
よ
り
も
多
く
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
の
分
を
少
な
く
設
定
す
る
こ
と
で
、
自
国
の
削
減
を
最
低
限
に
留
め
た

い
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
陸
軍
省
の
双
方
を
満
足
さ
せ
る
妥
協
案
と
な
っ
て
い
た
。
同
案
の
下
で
フ
ラ
ン
ス
が
八
〇
五
〇
人
、
イ
ギ
リ
ス
が
一

〇
五
〇
人
、
ベ
ル
ギ
ー
が
九
〇
〇
人
の
兵
士
を
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
か
ら
撤
退
さ
せ
、
合
計
一
万
人
の
占
領
軍
削
減
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
二

五
年
一
一
月
の
連
合
国
通
告
を
満
た
す
と
い
う
の
が
「
イ
ギ
リ
ス
第
二
案
」
の
趣
旨
で
あ
っ
）
74
（
た
。

　
陸
軍
省
は
こ
の
時
な
ぜ
一
〇
五
〇
人
の
イ
ギ
リ
ス
軍
削
減
を
受
け
入
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
、
陸
軍
省
は
占
領
軍

削
減
と
い
う
外
務
省
の
方
針
そ
の
も
の
に
は
異
議
を
唱
え
て
い
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
へ
の
警
戒
が
緩
和
さ
れ
た
後
、
陸
軍
省
は
占
領
の
価

値
を
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
軍
事
的
観
点
か
ら
は
正
当
化
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
カ
ル
ノ
後
に
陸
軍
省
が
こ
だ
わ
っ

た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
威
信
が
損
な
わ
れ
な
い
程
度
の
削
減
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
陸
軍
省
が
具
体
的
な
数
字
を
示
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
ら
の
中
に
絶
対
的
な
基
準
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
陸
軍
省
は
対
独
宥
和
を
図
る
外
務
省

と
の
交
渉
に
よ
り
、
相
対
的
に
満
足
の
い
く
数
が
得
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
八
月
二
五
日
に
採
択
さ

れ
た
イ
ギ
リ
ス
第
二
案
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
負
う
削
減
負
担
が
そ
れ
ま
で
の
二
つ
の
草
案
の
い
ず
れ
と
比
べ
て
も
抑
え
ら
れ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
要
求
す
る
二
〇
〇
〇
人
削
減
が
阻
止
さ
れ
、
且
つ
外
務
省
が
陸
軍
省
の
主
張
に
譲
歩
し
て
一
五
〇
〇
人
か
ら
一
〇
五
〇
人
へ

と
イ
ギ
リ
ス
の
削
減
人
数
を
修
正
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
の
い
う
「
名
誉
」
が
守
ら
れ
た
と
し
て
陸
軍
省
が
閣
議
決
定
に
応
じ
た
と
い

う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
占
領
軍
削
減
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
決
定
は
二
五
日
深
夜
、
仏
白
両
政
府
に
い
ち
早
く
打
電
さ
れ
）
75
（
た
。
翌
二
六

日
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
長
時
間
に
及
ぶ
閣
議
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
第
二
案
を
受
諾
す
る
こ
と
を
表
明
し
）
76
（

た
。
ベ
ル
ギ
ー
政
府
も
同
日
、
占

領
軍
削
減
問
題
に
つ
い
て
英
仏
の
決
定
に
従
う
旨
を
発
表
し
）
77
（
た
。
一
九
二
七
年
九
月
五
日
、
連
合
国
は
ド
イ
ツ
に
対
し
、
一
万
人
規
模
の
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占
領
軍
削
減
が
間
も
な
く
開
始
さ
れ
る
と
正
式
に
通
告
す
）
78
（
る
。
同
年
一
〇
月
半
ば
に
は
早
く
も
イ
ギ
リ
ス
が
、
続
い
て
一
一
月
末
に
は
フ

ラ
ン
ス
が
削
減
を
完
了
し
、
残
る
ベ
ル
ギ
ー
も
翌
二
八
年
二
月
ま
で
に
は
イ
ギ
リ
ス
第
二
案
で
割
り
当
て
ら
れ
た
以
上
の
撤
収
を
行
）
79
（

い
、

よ
う
や
く
占
領
軍
削
減
問
題
は
落
着
し
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
一
九
二
〇
年
代
後
半
、
イ
ギ
リ
ス
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
の
緩
和
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
は
決
し
て
単
線
的
で
な
く
、
チ
ェ

ン
バ
レ
ン
外
相
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
対
独
宥
和
は
政
策
決
定
者
た
ち
の
有
す
る
対
外
認
識
の

変
化
と
呼
応
し
て
、
い
く
つ
か
の
曲
折
を
経
な
が
ら
徐
々
に
政
策
と
し
て
形
を
成
し
て
い
っ
た
。
第
二
次
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
の
発
足

当
初
、
陸
軍
省
は
軍
縮
義
務
を
怠
る
ド
イ
ツ
の
潜
在
的
軍
事
力
を
警
戒
し
て
い
た
。
外
務
省
は
ド
イ
ツ
が
武
装
解
除
さ
れ
た
状
態
を
お
お

む
ね
維
持
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
た
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
講
和
条
約
の
取
決
め
に
背
く
ド
イ
ツ
を
信
用
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
た
。

二
四
年
末
、
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
政
策
は
総
じ
て
様
子
見
の
域
を
出
ず
、
対
独
安
全
保
障
上
の
不
安
か
ら
占
領
の
縮
小
に
反
対
す
る
フ
ラ
ン

ス
の
主
張
も
あ
り
、
連
合
軍
の
ケ
ル
ン
撤
退
は
延
期
さ
れ
た
。

　
一
九
二
五
年
一
〇
月
、
ド
イ
ツ
が
西
部
国
境
な
ら
び
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
非
武
装
化
を
保
障
し
た
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
成
立
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
占
領
政
策
に
と
っ
て
分
水
嶺
と
な
る
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
外
務
省
は
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
を
大
陸
の
深
刻
な
軍
事
的
脅
威
と
認
識
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
機
に
ド
イ
ツ
を
責
任
あ
る
大
国
と
公
に
認
め
、
秩
序
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
永
続
的
安
定
を

図
っ
た
。
ド
イ
ツ
を
大
国
協
調
の
一
員
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
彼
ら
の
目
に
は
、
敗
戦
国
の
占
領
が
ロ
カ
ル
ノ
条
約
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

情
勢
に
合
致
し
な
い
、
時
代
遅
れ
の
一
方
的
措
置
と
映
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
陸
軍
省
は
ド
イ
ツ
の
軍
縮
問
題
が
一
段
落
す
る
と
同
国

の
潜
在
的
軍
事
力
に
は
さ
ほ
ど
頓
着
し
な
く
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
戦
略
的
国
境
で
あ
る
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
が
関
係
国
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
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こ
と
の
方
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ド
イ
ツ
が
西
欧
の
現
状
維
持
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
成
立
後
、
陸
軍
省

も
ま
た
ド
イ
ツ
へ
の
警
戒
を
以
前
と
比
べ
て
緩
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
占
領
政
策
の
進
路
を
対
独
宥
和
へ
と
定
め
た
イ
ギ
リ
ス
は
、

ケ
ル
ン
撤
退
お
よ
び
一
万
人
の
占
領
軍
削
減
を
実
現
し
た
後
、
い
よ
い
よ
占
領
の
完
全
解
除
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

　
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
一
九
年
の
パ
リ
講
和
会
議
で
生
み
出
さ
れ
た
連
合
国
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
残
さ
れ
た
数
少
な
い
対
独
均
衡
手
段
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
パ
リ
講
和
会
議
の
中
心
的
課
題
が
「
ド
イ
ツ
問
題
」、
す
な
わ
ち
敗

戦
国
で
あ
り
な
が
ら
豊
富
な
資
源
と
人
口
に
恵
ま
れ
た
ド
イ
ツ
を
い
か
に
処
遇
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
か
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
占
領
は
賠
償
・
軍
縮
条
項
と
並
び
、
一
九
年
の
時
点
で
連
合
国
が
出
し
た
ド
イ
ツ
問
題
へ
の
解
答
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
代
後
半
、

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
進
駐
を
は
じ
め
と
す
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
膨
張
政
策
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
が
ふ
た
た
び
瓦
解
し
て
い
っ
た
歴
史

を
知
る
我
々
に
は
、
一
見
す
る
と
、
二
〇
年
代
後
半
の
連
合
国
に
よ
る
対
独
宥
和
政
策
が
不
合
理
か
つ
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
失
敗
で
あ
っ

た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
九
年
と
も
三
〇
年
代
後
半
と
も
明
ら
か
に
異
な
る
相
貌
を
呈
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
策

決
定
者
は
そ
う
し
た
時
代
の
変
化
を
多
か
れ
少
な
か
れ
察
知
し
て
い
た
。
歴
史
家
に
よ
っ
て
「
相
対
的
安
定
期
」、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準

じ
る
言
葉
で
形
容
さ
れ
る
ロ
カ
ル
ノ
条
約
後
の
四
年
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
和
解
が
進
展
し
、
国
家
の
間
で
大
戦
の
傷
が
よ
う
や
く
癒
え

始
め
て
い
た
。
敗
戦
国
ド
イ
ツ
は
国
際
社
会
の
一
員
に
復
帰
し
、
終
戦
直
後
に
は
賠
償
を
め
ぐ
っ
て
修
復
不
可
能
と
す
ら
見
ら
れ
た
仏
独

間
の
溝
が
埋
ま
り
始
め
た
の
が
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
英
仏
独
関
係
の
文
脈
が
対
立
か
ら
協
調
へ
と
移
り
ゆ
く
中
、
講
和
条
約
の
厳
格
な
執

行
よ
り
も
そ
の
漸
進
的
修
正
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
安
定
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
は
、
二
〇
年
代
後
半
と
い
う
時
代

な
ら
で
は
の
ド
イ
ツ
問
題
に
対
す
る
解
答
で
あ
っ
た
。
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（
1
）  

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
概
要
に
つ
い
て
はAlan Sharp, The Versailles Settlem

ent: Peacem
aking A

fter the First W
orld W

ar, 1919 -
1923, 2nd ed. （Basingstoke: Palgrave, 2008

）; Erik G
oldstein, 

“The Versailles System
,

” in A
 Com

panion to International H
isto-

ry, 1900 -2001, ed. G
ordon M

artel （M
alden, M

A: Blackw
ell, 2010

）, pp. 154 -65.
（
2
）  
占
領
条
項
の
原
文
は
、U

nited States, D
epartm

ent of State, The Treaty of Versailles and A
fter: A

nnotations of the Text of the 
Treaty （N

ew
 York: G

reenw
ood, 1968

）, pp. 720 -25.

（
3
）  
講
和
条
約
の
起
草
時
、
対
独
安
全
保
障
を
意
識
し
て
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
占
領
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
た
の
は
、
わ
ず
か
半
世
紀
の
間
に
二
度
も
ド

イ
ツ
の
侵
略
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
パ
リ
講
和
会
議
で
は
連
合
軍
最
高
司
令
官
フ
ォ
ッ
シ
ュ
（Ferdinand Foch

）
お
よ
び
ク
レ
マ
ン

ソ
ー
（G

eorges Clem
enceau

）
仏
首
相
の
側
近
タ
ル
デ
ュ
ー
（André Tardieu

）
が
中
心
と
な
り
、
ラ
イ
ン
川
左
岸
の
中
立
化
（
緩
衝
国
家

の
設
立
）
と
ケ
ル
ン
・
コ
ブ
レ
ン
ツ
・
マ
イ
ン
ツ
橋
頭
堡
の
永
久
占
領
を
英
米
に
提
案
し
た
が
、
民
族
自
決
原
則
お
よ
び
勢
力
均
衡
の
観
点
か
ら

ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）
大
統
領
と
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid Lloyd G
eorge

）
首
相
は
そ
れ
ぞ
れ

難
色
を
示
し
た
。
一
九
一
九
年
三
月
、
英
米
仏
が
妥
協
案
と
し
て
合
意
に
達
し
た
の
が
、
期
限
付
き
保
障
占
領
な
ら
び
に
非
武
装
化
と
い
う
ラ
イ

ン
ラ
ン
ト
の
法
的
枠
組
み
で
あ
っ
た
。Stephen A. Schuker, 

“The Rhineland Q
uestion: W

est European Security at the Paris Peace 
Conference of 1919,

” in The Treaty of Versailles: A
 Reassessm

ent after 75 Years, eds. M
anfred F. Boem

eke, G
erald D. Feldm

an, 
and Elisabeth G

laser （Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 1998

）, pp. 275 -312.

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
戦
後
構
想
に
つ
い
て
は
、

G
eorges-H

enri Soutou, 

“La France et les M
arches de l

’Est, 1914 -1919,

” Revue H
istorique, T. 260, Fasc. 2 （1978

）, pp. 341 -88; 
D
avid Stevenson, French W

ar A
im

s A
gainst G

erm
any, 1914 -1919 （O

xford: Clarendon, 1982

）.

（
4
）  

本
稿
に
お
け
る
「
宥
和
」
の
定
義
は
、
あ
く
ま
で
イ
ギ
リ
ス
が
有
し
て
い
た
外
交
上
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
し
た
も
の
で
、
当
時
の
政
府
に

対
す
る
道
徳
的
批
判
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
他
国
と
の
対
立
が
軍
事
衝
突
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
の
を
「
合
理
的
」
交
渉
に
よ
っ
て
防
ぐ

手
法
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
宥
和
が
道
徳
的
に
恥
ず
べ
き
政
策
と
広
く
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
一
九
三
八
年
九
月
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
談
お
よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
の
こ
と
で
あ
る
。Paul Kennedy, 

“The Tradition of Ap-
peasem

ent in British Foreign Policy, 1865 -1939,

” in Strategy and D
iplom

acy, 1870 -1945 

（London: U
nw

in, 1983

）, pp. 15 -39; 
Paul W

. Schroeder, 

“Munich and the British Tradition,

” Historical Journal 19, no. 1 （1976

）, pp. 223 -43.

（
5
）  

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
閣
僚
の
多
く
は
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
を
過
度
に
抑
え
込
む
こ
と
へ
の
違
和
感
に
加
え
て
、
反
戦
傾
向
を
強
め
る
世
論
や
緊
縮
財

政
を
主
張
す
る
大
蔵
省
の
圧
力
も
あ
り
、
大
陸
へ
の
軍
事
的
関
与
を
極
力
回
避
し
た
い
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
っ
た
。Cf. M

artin G
ilbert, The 
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Roots of A
ppeasem

ent 

（N
ew

 York: Plum
e, 1966

）, pp. 68 -104; 

大
久
保
明
「
イ
ギ
リ
ス
外
交
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
　
条
約
執
行
を
め

ぐ
る
英
仏
対
立
、
一
九
一
九
―
一
九
二
〇
年
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
四
号
（
二
〇
一
二
年
）、
一
二
七
―
五
七
頁
。
一
九
二
〇
年
代
の
陸
軍

予
算
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
帝
国
を
含
め
今
後
一
〇
年
い
か
な
る
大
戦
争
に
も
加
わ
ら
な
い
と
い
う
「
一
〇
年
ル
ー
ル
」
の
下
、
減
少
の
一
途
を
た

ど
っ
た
。M

ichael H
ow

ard, The Continental Com
m
itm

ent: The D
ilem

m
a of British D

efence Policy in the Era of the Two W
orld 

W
ars （H

arm
ondsw

orth, M
iddlesex: Penguin, 1972

）, pp. 74 -96.

（
6
）  
ク
ロ
ウ
は
続
け
て
「
我
々
お
よ
び
全
世
界
が
望
む
の
は
平
和
で
あ
り
、
平
和
は
さ
し
あ
た
り
講
和
条
約
の
執
行
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
書
き
、

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
外
相
カ
ー
ズ
ン
（1st M

arquess Curzon of Kedleston

）
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
添
え
て
こ
れ
を
承
認
し
た
。D

ocum
ents on 

British Foreign Policy, 1919 -1939 （
以
下D

BFP

と
略
記
） Ser. 1/Vol. 16/D

oc. 747, n. 7, m
inute by Crow

e, N
ov. 30, 1921.

（
7
）  

そ
の
代
わ
り
イ
ギ
リ
ス
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
で
定
め
ら
れ
た
境
界
を
「
越
え
て
」
占
領
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
に
は
基

本
的
に
反
対
の
立
場
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
四
月
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ほ
か
五
都
市
占
領
、
ま
た
二
三
年
一
月
の
ル
ー
ル
占
領
に
際
し
て
フ
ラ
ン

ス
と
の
共
同
軍
事
行
動
を
控
え
て
い
る
。
例
外
的
に
、
ド
イ
ツ
の
賠
償
不
履
行
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
行
わ
れ
た
二
一
年
三
月
の
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル

ク
ほ
か
三
都
市
占
領
に
は
、
賠
償
問
題
で
ド
イ
ツ
に
強
硬
な
立
場
を
と
る
こ
と
の
多
か
っ
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
の
主
導
で
イ
ギ
リ
ス
も
参

加
し
た
。

（
8
）  W

. M
. Jordan, G

reat Britain, France and the G
erm

an Problem
, 1918 -1939 

（London: Frank Cass, 1943

）, pp. 85 -91; F. S. 
N
orthedge, The Troubled G

iant: Britain am
ong the G

reat Powers, 1916 -1939 （N
ew

 York: Praeger, 1966

）, pp. 160 -95.

（
9
）  Richard J. Shuster, G

erm
an D

isarm
am

ent after W
orld W

ar I: The D
iplom

acy of International A
rm

s Inspection, 1920 -1931 

（London: Routledge, 2006

）, pp. 39 -55, 72 -99.

（
10
）  

連
合
国
の
占
領
に
関
す
る
対
独
宥
和
政
策
は
一
九
二
九
年
八
月
、「
大
戦
の
総
決
算
（final liquidation of the w

ar

）」
と
銘
打
た
れ
た
ハ
ー

グ
会
議
に
お
け
る
連
合
軍
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
完
全
撤
退
の
決
定
を
も
っ
て
完
結
す
る
。
二
〇
年
代
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
を
特
に
フ
ラ
ン
ス
お

よ
び
ド
イ
ツ
外
交
の
観
点
か
ら
論
じ
た
研
究
と
し
て
、
唐
渡
晃
弘
「
ロ
カ
ル
ノ
外
交
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
全
と
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
（
三
）
―

（
四
）」『
法
学
論
叢
』
第
一
二
五
巻
六
号
、
第
一
二
六
巻
一
号
（
一
九
八
九
年
）、
牧
野
雅
彦
『
ロ
カ
ル
ノ
条
約
　
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
再
建
』（
中
公
叢
書
、
二
〇
一
二
年
）。
占
領
期
間
中
に
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
イ
ギ
リ
ス
当
局
が
直
面
し
た
行
政
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、

D
avid G. W

illiam
son, The British in G

erm
any, 1918 -1930: The Reluctant O

ccupiers （N
ew

 York: Berg, 1991

）, pp. 307 -17.

（
11
）  Zara Steiner, The Lights That Failed: European International H

istory, 1919 -1933 

（O
xford: O

xford U
P, 2005

）, pp. 417 -18, 
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615 -16; Sally M
arks, The Illusion of Peace: International Relations in Europe, 1918 -1933, 2nd ed. 

（Basingstoke: Palgrave, 
2003

）, pp. 156 -58; Jon Jacobson, Locarno D
iplom

acy: G
erm

any and the W
est, 1925 -1929 

（Princeton: Princeton U
P, 1972

）, 
pp. 47 -139; Robert Boyce, The G

reat Interwar Crisis and the Collapse of G
lobalization （Basingstoke: Palgrave, 2009

）, p. 137.
（
12
）  Elspeth O

’Riordan, Britain and the Ruhr Crisis （Basingstoke: Palgrave, 2001

）; O

’Riordan, 

“The British Zone of O
ccupation 

in the Rhineland,

” in A
fter the Versailles Treaty: Enforcem

ent, Com
pliance, Contested Identities, eds. Conan Fischer and Alan 

Sharp （London: Routledge, 2007

）, pp. 21 -36.

（
13
）  Richard S. G

rayson, A
usten Cham

berlain and the Com
m
itm

ent to Europe: British Foreign Policy, 1924 -29 

（London: Frank 
Cass, 1997

）, pp. 139, 280 -85; Patrick O. Cohrs, The U
nfinished Peace A

fter W
orld W

ar I: A
m
erica, Britain and the Stabilisa-

tion of Europe, 1919 -1932 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2006

）, pp. 259 -70; B.J.C. M
cKercher, 

“Austen Cham
berlain and the 

Continental Balance of Pow
er: Strategy, Stability and the League of N

ations, 1924 -29,

” in Power and Stability: British Foreign 
Policy, 1865 -1965, eds. Erik G

oldstein and B.J.C. M
cKercher （London: Frank Cass, 2003

）, pp. 216 -17.

（
14
）  B.J.C. M

cKercher, 

“Austen Cham
berlain

’s Control of British Foreign Policy, 1924 -1929,

” International H
istory Review 6, no. 

4 （1984

）, pp. 570 -91.

（
15
）  D

avid D
ilks, 

“The British Foreign O
ffice Betw

een the W
ars,

” in Shadow and Substance in British Foreign Policy, 1895 -1939: 
M

em
orial Essays H

onouring C. J. Lowe, eds. B.J.C. M
cKercher and D. J. M

oss 

（Edm
onton, Alberta: U

niversity of Alberta 
Press, 1984

）, pp. 187 -89.

（
16
）  

一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
賠
償
問
題
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
関
係
に
つ
い
て
は
、M

arc Trachtenberg, Reparation in W
orld Politics: 

France and European Econom
ic D

iplom
acy, 1916 -1923 （N

ew
 York: Colum

bia U
P, 1980

）, pp. 213 -89.

「
ド
ー
ズ
案
」
の
採
択
に
至

る
過
程
に
つ
い
て
は
、Stephen A. Schuker, The End of French Predom

inance in Europe: The Financial Crisis of 1924 and the 
A
doption of the D

awes Plan （Chapel H
ill: U

niversity of N
orth Carolina Press, 1976

）, pp. 171 -382.

（
17
）  Shuster, op.cit., pp. 55, 100; Alan Sharp, 

“Mission Accom
plished? Britain and the D

isarm
am

ent of G
erm

any, 1918 -1923,

” in 
A
rm

s and D
isarm

am
ent in D

iplom
acy, eds. Keith H

am
ilton and Edw

ard Johnson （London: Vallentine, 2008

）, pp. 73 -90.

（
18
）  Shuster, op.cit., pp. 144 -47.

（
19
）  Peter Jackson, Beyond the Balance of Power: France and the Politics of N

ational Security in the Era of the First W
orld W

ar 
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（Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2013

）, pp. 431 -68; Anthony Adam
thw

aite, G
randeur and M

isery: France

’s Bid for Power in Eu-
rope, 1914 -1940 （London: Arnold, 1995

）, pp. 102 -107.
（
20
）  W

ar O
ffice to Foreign O

ffice, D
ec. 1, 1924, ﹇The N

ational Archives, Kew

﹈ FO
 371/9729/C18122/9/18.

（
21
）  G

eneral Staff, 

“Mem
orandum

 on the Present and Future M
ilitary Situation in G

erm
any,

” Jan. 

﹇?

﹈, 1925, 

﹇The N
ational Ar-

chives, Kew

﹈ W
O
 32/5799; W

ar O
ffice to Foreign O

ffice, Jan. 6, 1925, ibid.

（
22
）  W

ar O
ffice to Foreign O

ffice, N
ov. 29, 1924, FO

 371/9833/C18018/4736/18; W
ar O

ffice to Foreign O
ffice, D

ec. 

﹇?

﹈, 1924, 
FO

 371/9833/C19106/4736/18.

（
23
）  

ニ
コ
ル
ソ
ン
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
他
に
西
方
局
長
ヴ
ィ
ラ
ー
ズ
（G

erald V
illiers

）
と
北
方
局
の
一
等
書
記
官
オ
マ
リ
ー
（O

w
en O

’Mal-
ley

）
も
出
席
し
て
い
た
。N

icolson diary, Jan. 22, 1925 

﹇H
arold N

icolson D
iaries, Balliol College Archives, O

xford, U
K

﹈.

一
九
二

五
年
一
月
の
外
務
省
会
議
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。G

rayson, op.cit., p. 38.

（
24
）  CP 106 （25

）, N
icolson, 

“British Policy Considered in Relation to the European Situation,

” Feb. 20, 1925, ﹇The N
ational Ar-

chives, Kew

﹈ CAB 24/172. 
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
覚
書
の
表
紙
に
は
、
以
下
の
内
容
が
外
相
個
人
の
見
解
の
み
な
ら
ず
、
彼
を
補
佐
す
る

外
務
省
高
官
の
総
意
で
も
あ
る
旨
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
手
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）  M

inute by Lam
pson, D

ec. 24, 1924, FO
 371/9833/C19106/4736/18.

（
26
）  M

inute by Crow
e, D

ec. 24, 1924, ibid.

（
27
）  M

inutes of CID
 m

eeting, D
ec. 16, 1924, CAB 2/4/CID

192. Cf. Charles Petrie, The Life and Letters of the Right H
on. Sir 

A
usten Cham

berlain, vol. 2 （London: Cassell, 1940
）, p. 254.

（
28
）  

一
九
二
四
年
一
二
月
末
、
駐
英
ド
イ
ツ
大
使
シ
ュ
タ
ー
マ
ー
（Friedrich Stham

er

）
が
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
と
の
会
見
で
、
ド
イ
ツ
の
軍
縮

を
望
む
連
合
国
の
政
策
は
ド
ー
ズ
案
以
降
の
国
際
協
調
の
気
運
に
背
く
と
詰
め
寄
る
と
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
と
い
う
調
子

で
、
勝
者
が
敗
者
に
強
圧
的
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
方
が
先
で
あ
り
、
一
八
七
〇
年
（
普
仏
戦
争
）
が
な
け
れ
ば
一
九
一
八
年
（
の
休

戦
協
定
）
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。Cham

berlain to D

’Abernon 

（Berlin

）, D
ec. 20, 1924, FO

 
371/9834/C19172/4736/18. 

同
時
期
に
駐
英
ド
イ
ツ
参
事
官
か
ら
長
々
と
同
じ
趣
旨
の
話
を
さ
れ
た
ラ
ン
プ
ソ
ン
中
欧
局
長
は
、
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
条
約
で
定
め
ら
れ
た
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
「
違
反
国
」
は
ド
イ
ツ
で
あ
り
現
在
の
状
況
は
自
業
自
得
で
あ
る
、
連
合
国
は
あ
く
ま
で
既

存
の
条
約
に
従
っ
た
ま
で
だ
と
手
厳
し
く
答
え
た
。Cham

berlain to D
’Abernon 

（Berlin

）, D
ec. 31, 1924, FO

 371/9834/
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C19563/4736/18. 

事
の
一
部
始
終
を
読
ん
だ
ク
ロ
ウ
外
務
事
務
次
官
は
、「
ラ
ン
プ
ソ
ン
氏
は
よ
く
言
っ
た
」
と
一
言
書
き
添
え
て
い
る
。

M
inute by Crow

e, Jan. 1, 1925, ibid.
（
29
）  D

BFP 1/26/608, 

“Mem
orandum

 of a conversation betw
een M

r. Cham
berlain and M

. H
erriot,

” Dec. 5, 1924.
（
30
）  Ibid.

（
31
）  CC 67 （24

） 2, D
ec. 17, 1924, CAB 23/49.

（
32
）  D
’Abernon （Berlin

） to Cham
berlain, Jan. 5, 1925, FO

 371/10702/C219/2/18.

（
33
）  W

ar O
ffice to Foreign O

ffice, Feb. 18, 1925, FO
 371/10708/C2407/21/18.

（
34
）  Allied note to G

erm
any, June 4, 1925, ﹇Parliam

entary Com
m
and Paper

﹈ Cm
d. 2429.

（
35
）  

ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
原
文
は
、C. A. M

acartney et al., Survey of International A
ffairs, 1925 （O

xford: O
xford U

P, 1928

）, pp. 439 -
52. 

以
下
も
参
照
。
植
田
隆
子
『
地
域
的
安
全
保
障
の
史
的
研
究
　
国
際
連
盟
時
代
に
お
け
る
地
域
的
安
全
保
障
制
度
の
発
達
』（
山
川
出
版
社
、

一
九
八
九
年
）、
六
一
―
六
五
頁
。
同
条
約
成
立
に
至
る
過
程
を
イ
ギ
リ
ス
外
交
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
主
要
研
究
と
し
て
、Erik G

oldstein, 

“The Evolution of British D
iplom

atic Strategy for the Locarno Pact, 1924 -1925,

” in D
iplom

acy and W
orld Power: Studies in 

British Foreign Policy, 1890 -1950, eds. M
ichael D

ockrill and Brian M
cKercher 

（Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 1996

）, pp. 115 -
35; 

大
久
保
明
「
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
起
源
と
イ
ギ
リ
ス
外
交
、
一
九
二
四
―
一
九
二
五
年
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
四
年
）、

一
三
五
―
六
四
頁
。
同
様
の
過
程
を
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
研
究
は
、Peter Jackson, 

“French Security and a British 

‘Continental Com
m
itm

ent

’ after the First W
orld W

ar: A Reassessm
ent,

” English H
istorical Review 126, no. 519 

（2011

）, pp. 
345 -85; 

濱
口
學
「
ロ
カ
ル
ノ
体
制
成
立
の
端
緒
　
第
一
次
エ
リ
オ
内
閣
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
安
全
保
障
問
題
」『
國
學
院
大
學
紀
要
』
第
一
八
巻

（
一
九
八
〇
年
）、
九
二
―
一
三
五
頁
。

（
36
）  

国
際
関
係
に
お
け
る
「
和
解
」
と
は
、
田
中
孝
彦
の
定
義
に
従
う
な
ら
、
国
家
間
の
利
害
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
つ
わ
る
相
違
を
非
暴
力
的
手

段
に
よ
っ
て
調
整
す
る
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
状
態
で
あ
る
。
田
中
孝
彦
「
国
際
政
治
の
秩
序
転
換
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

―
衝
突
・
和

解
・
寛
容

―
」
田
中
孝
彦
・
青
木
人
志
編
『〈
戦
争
〉
の
あ
と
に
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
和
解
と
寛
容
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
五
―
九
頁
。

軍
拡
や
同
盟
形
成
に
よ
り
友
敵
の
区
別
を
鮮
明
に
す
る
の
で
な
く
、
潜
在
敵
を
安
全
保
障
体
制
内
に
取
り
込
ん
だ
ロ
カ
ル
ノ
条
約
は
、
上
述
の
意

味
で
西
欧
に
お
け
る
和
解
へ
の
重
要
な
歩
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）  

但
し
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
回
廊
や
上
部
シ
レ
ジ
ア
を
回
復
し
た
い
ド
イ
ツ
は
、
西
欧
の
現
状
維
持
に
つ
い
て
は
無
条
件
で
コ
ミ
ッ
ト
す
る



連合国ラインラント占領をめぐるイギリス外交、一九二四―一九二七年

261

か
わ
り
に
東
欧
の
現
状
維
持
に
は
応
じ
ず
、
通
常
の
外
交
交
渉
や
仲
裁
裁
判
と
い
っ
た
平
和
的
手
段
に
よ
る
国
境
変
更
の
可
能
性
を
残
す
こ
と
に

成
功
し
た
。
こ
の
点
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
思
惑
を
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
最
終
的
に
認
め
た
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
38
）  Cf. Steiner, op.cit., pp. 615 -17; Cohrs, op.cit., pp. 259 -70; Erik G
oldstein, The First W

orld W
ar Peace Settlem

ents, 1919 -
1925 

（London: Pearson, 2002

）, pp. 87 -90, 94. 

だ
が
ロ
カ
ル
ノ
条
約
は
、
あ
る
地
域
に
利
害
を
有
す
る
国
家
す
べ
て
を
包
摂
す
る
集
団
安

全
保
障
型
の
協
定
で
あ
っ
た
か
ら
、
複
数
の
締
約
国
（
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
）
が
同
じ
体
制
内
の
第
三
国
（
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
）
と

の
戦
闘
を
見
越
し
て
幕
僚
協
議
に
入
る
の
は
、
同
条
約
の
原
理
に
反
す
る
行
動
で
あ
っ
た
。
ま
た
締
約
国
の
「
明
白
な
」
侵
犯
を
自
動
的
に
判
定

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
存
在
せ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
が
大
陸
へ
の
軍
事
介
入
に
踏
み
切
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
判
断
次
第
で
あ
っ

た
。
要
す
る
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
部
で
膨
張
す
る
国
家
を
抑
え
込
み
、
勢
力
均
衡
を
回
復
す
る
と
い
う
軍
事
的
機
能
よ
り
も
、
西
欧
の
現
状
と

平
和
的
変
更
に
関
す
る
主
要
大
国
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
明
文
化
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
国
際
協
調
へ
の
足
が
か
り
を
用
意
し
た
と
い
う
外
交
的
効
果

こ
そ
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
本
質
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
侵
犯
に
対
応
す
る
軍
事
力
を
用
意
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、Jon Jacobson, 

“Locarno, Britain and the Security of Europe,

” in Locarno Revisited: European D
iplom

a-
cy, 1920 -1929, ed. G

aynor Johnson 

（London: Routledge, 2004

）, pp. 18 -21; G
eorge A. G

rün, 

“Locarno: Idea and Reality,

” In-
ternational A

ffairs 31, no. 4 
（1955
）, pp. 484 -85; Arnold W

olfers, Britain and France between Two W
ars: Conflicting Strate-

gies of Peace from
 Versailles to W

orld W
ar II （N

ew
 York: N

orton, 1966

）, p. 259.

（
39
）  Cham

berlain to G
raham

e, Aug. 12, 1925, 

﹇Austen Cham
berlain Papers, U

niversity of Birm
ingham

 Library, Birm
ingham

, 
U
K

﹈ AC 50/122.

（
40
）  H

eadlam
-M

orley, 

“Mem
orandum

 on the H
istory of British Policy and the G

eneva Protocol,

” Feb. 12, 1925, FO
 371/11064/

W
1252/9/98; m

inute by Cham
berlain, Feb. 21, 1925, ibid.

（
41
）  Cham
berlain to D

’Abernon, M
ay 15, 1925, AC 50/71.

（
42
）  Cham

berlain to Crew
e （Paris

）, N
ov. 3, 1925, FO

 371/10710/C14018/21/18.

（
43
）  M

em
o by Central D

ep., Jan. 10, 1926, FO
 371/11247/C797/1/18; 

“Mem
orandum

 on the Foreign Policy of H
is M

ajesty

’s 
G
overnm

ent,

” Apr. 10, 1926, FO
 371/11848/W

3260/1/50.

（
44
）  Lam

pson to Crew
e （Paris

）, O
ct. 28, 1925, FO

 371/10710/C13996/21/18.

（
45
）  CP 116 （25

）, m
em

o by W
orthington-Evans, Feb. 26, 1925, CAB 24/172.
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（
46
）  M

inutes of CID
 m

eeting, Feb. 19, 1925, CAB 2/4/CID
196.

（
47
）  M

inutes of CID
 m

eeting, July 1, 1925, CAB 2/4/CID
201.

（
48
）  Cf. Brian Bond, British M

ilitary Policy Between the Two W
orld W

ars （O
xford: Clarendon, 1980

）, pp. 72 -97.
（
49
）  Cham

berlain to Crew
e 

（Paris

）, N
ov. 3, 1925, FO

 371/10710/C14018/21/18; Crew
e 

（Paris

） to Cham
berlain, N

ov. 4, 1925, 
FO

 371/10704/C14076/2/18. 

時
を
同
じ
く
し
て
、
ラ
ン
プ
ソ
ン
中
欧
局
長
は
も
う
一
つ
の
占
領
国
ベ
ル
ギ
ー
に
ケ
ル
ン
撤
退
へ
の
同
意
を
求

め
、
ベ
ル
ギ
ー
外
相
ヴ
ァ
ン
デ
ル
ヴ
ェ
ル
デ
（Ém

ile Vandervelde

）
は
同
問
題
に
関
し
英
仏
の
意
向
に
従
う
こ
と
を
通
知
し
た
。M

em
o by 

Lam
pson, N

ov. 3, 1925, FO
 371/10710/C14087/21/18; D

BFP 1A
/1/60, n. 3, G

raham
e 

（Brussels

） to Cham
berlain, N

ov. 6, 
1925.

（
50
）  Crew

e （Paris
） to Cham

berlain, N
ov. 5, 1925, FO

 371/10710/C14125/21/18

（
51
）  Cham

berlain to Crew
e （Paris

）, N
ov. 5, 1925, ibid.

（
52
）  D

BFP 1A/1/70, Crew
e （Paris

） to Cham
berlain, N

ov. 6, 1925.

（
53
）  Allied note to G

erm
any, N

ov. 14, 1925, Cm
d. 2527.

（
54
）  

一
九
二
五
年
一
〇
月
の
ロ
カ
ル
ノ
会
談
の
折
、
ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
（H

ans Luther

）
首
相
お
よ
び
シ
ュ
ト
レ
ー
ゼ
マ
ン
外
相
は
チ
ェ
ン
バ
レ

ン
と
ブ
リ
ア
ン
に
対
し
、
ド
イ
ツ
議
会
に
よ
る
ロ
カ
ル
ノ
条
約
の
批
准
を
容
易
に
す
る
た
め
、
占
領
軍
の
大
幅
削
減
を
要
求
し
て
い
た
。
英
仏
両

外
相
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
を
侵
す
よ
う
な
取
引
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
討
議
中
の
安
保
協
定
が
無
事
に
成
立
し
た
暁
に

は
、
占
領
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
な
り
の
結
果
が
伴
う
で
あ
ろ
う
、
と
示
唆
し
て
い
た
。D

BFP 1/27, Appendix 

“Proceedings of the Confer-
ence of Locarno and Records of Conversations connected therew

ith O
ctober 5 -16, 1925,

” pp. 1137 -43, 1159 -70.

（
55
）  

“The O
ccupation of the Rhineland: G

erm
an H

opes of Allies

’ Withdraw
al,

” Tim
es, June 28, 1926, p. 13.

（
56
）  

た
と
え
ば
一
月
一
一
日
、
ケ
ル
ン
を
訪
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
州
内
相
グ
ル
ツ
ェ
シ
ン
ス
キ
（Albert G

rzesinski

）
は
、
連
合
国
の
占
領
が
平
和

国
家
ド
イ
ツ
に
お
け
る
対
立
の
火
種
と
な
っ
て
お
り
容
認
で
き
な
い
と
発
言
し
た
。
“Prussian M

inister in the Rhineland,

” Tim
es, Jan. 

12, 1927, p. 11. 

一
六
日
に
は
国
家
人
民
党
総
裁
ヴ
ェ
ス
タ
ル
プ
（Kuno von W

estarp

）
が
、
外
国
に
力
ず
く
で
奪
わ
れ
た
領
土
の
回
復
こ

そ
わ
が
党
の
使
命
で
あ
る
と
訴
え
た
。
“Germ

an Cabinet Surprise,

” Ibid., Jan. 18, 1927, p. 14. Cf. 

“France &
 G

erm
an N

ationalists,

” 
M

anchester G
uardian, Jan. 22, 1927, p. 15. 

一
九
二
六
年
一
二
月
か
ら
翌
年
一
月
末
に
か
け
て
の
第
四
次
マ
ル
ク
ス
内
閣
発
足
に
至
る
政
局

に
つ
い
て
は
、Robert P. G

rathw
ol, Stresem

ann and the D
N
VP: Reconciliation or Revenge in G

erm
an Foreign Policy, 1924 -1928 
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（Law
rence, KS: Regents, 1980

）, pp. 188 -91.

（
57
）  Edw

ard D
avid Keeton, Briand

’s Locarno Policy: French Econom
ics, Politics and D

iplom
acy, 1925 -1929 （N

ew
 York: G

arland, 
1987

）, pp. 220 -24.
（
58
）  V

incent J. Pitts, France and the G
erm

an Problem
: Politics and Econom

ics in the Locarno Period, 1924 -1929 

（N
ew

 York: 
G
arland, 1987

）, pp. 161 -68.

（
59
）  M

inute by Lam
pson, July 23, 1926, FO

 371/11308/C8060/778/18. 

一
九
二
五
年
八
月
、
ラ
ン
プ
ソ
ン
は
ダ
バ
ノ
ン
駐
独
大
使
に
宛

て
て
、
ラ
イ
ン
川
流
域
の
国
境
線
が
蹂
躙
さ
れ
た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
れ
を
侵
略
行
為
と
認
め
、
現
状
維
持
に
力
を
貸
す
必
要
性
に
つ
い
て
確

認
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
に
は
英
仏
海
峡
の
防
衛
が
不
可
欠
で
あ
り
、
後
の
ロ
カ
ル
ノ
条
約
に
規
定
さ
れ
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
こ
の
目

的
は
十
分
達
成
さ
れ
る
、
と
ラ
ン
プ
ソ
ン
は
考
え
て
い
た
。Lam

pson to D

’Abernon, Aug. 7, 1925, 

﹇D

’Abernon Papers, British Li-
brary, London

﹈ BL Add M
S 48926B. ff. 62 -64.

（
60
）  M

inute by Cham
berlain, July 25, 1926, FO

 371/11308/C8060/778/18.

（
61
）  Cham

berlain to Crew
e （Paris

）, Aug. 16, 1926, ibid.

（
62
）  Addison （Berlin

） to Cham
berlain, June 25, 1927, FO

 371/12152/C5576/5294/18.

（
63
）  

一
九
二
〇
年
代
の
労
働
党
の
対
外
政
策
に
お
い
て
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
に
不
当
な
抑
圧
を
強
い
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
修
正
は
世
界
規
模
の
軍

縮
や
国
際
連
盟
の
機
能
強
化
と
並
ぶ
基
本
的
原
則
の
一
つ
で
あ
っ
た
。H

enry R. W
inkler, British Labour Seeks a Foreign Policy, 1900 -

1940 

（N
ew

 Brunsw
ick: Transaction, 2005
）, pp. 40 -50; W

illiam
 Rayburn Tucker, The A

ttitude of the British Labour Party to-
wards European and Collective Security Problem

s, 1920 -1939 （G
eneva: U

niversity of G
eneva, 1950

）, pp. 54 -69, 116 -19. 

二
八

年
、
労
働
党
が
総
選
挙
に
際
し
て
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
、
連
合
軍
の
「
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
か
ら
の
即
時
か
つ
無
条
件
撤
退
」
が
公
約
と
し

て
明
記
さ
れ
て
い
る
。Labour Party, Labour and the N

ation （London: Transport, 1928

）, pp. 48, 57.

（
64
）  Statem

ent by Ponsonby, July 11, 1927, Parliam
entary D

ebates, Com
m
ons, 5th ser., vol. 208, cols. 1761 -1890. 

以
下
も
参
照
。

Q
uestion by H

arris, July 6, 1927, Ibid., cols. 1242 -43.

（
65
）  M

inute by Cham
berlain, July 3, 1927, FO

 371/12152/C5576/5294/18.

（
66
）  D

BFP 1A/3/255, m
inutes by Sargent and Tyrrell, July 5, 1927.

（
67
）  M

em
o by Sargent, July 15, 1927, FO

 371/12148/C6248/2050/18.



法学政治学論究　第109号（2016.6）

264

（
68
）  Crew

e （Paris

） to Cham
berlain, July 27, 1927, FO

 371/12148/C6402/2050/18.

（
69
）  Crew

e （Paris

） to Cham
berlain, Aug. 10, 1927, FO

 371/12149/C6776/2050/18.
（
70
）  Foreign O

ffice to Treasury and W
ar O

ffice, Aug. 15, 1927, ibid.
（
71
）  CP 224 （27

）, m
em

o by W
ar O

ffice, Aug. 22, 1927, CAB 24/188.
（
72
）  W

ar O
ffice to Foreign O

ffice, Aug. 26, 1926, FO
 371/11299/C9472/446/18. 

ち
な
み
に
一
九
二
六
年
七
月
一
日
の
時
点
で
占
領
軍
は

総
勢
七
万
五
九
五
九
人
、
そ
の
内
フ
ラ
ン
ス
は
五
万
九
六
一
三
人
、
イ
ギ
リ
ス
は
八
一
一
八
人
、
ベ
ル
ギ
ー
は
八
二
二
八
人
で
あ
っ
た
。M

em
o 

by W
ar O

ffice, Aug. 17, 1926, W
O
 106/461.

（
73
）  

あ
る
い
は
陸
軍
省
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
兵
撤
退
に
消
極
的
だ
っ
た
の
は
、
名
誉
と
は
別
の
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
財
政
上
の
懸
念
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
第
二
四
九
条
に
あ
る
通
り
、
連
合
国
に
よ
る
占
領
の
費
用
は
兵
士
の
給
与

か
ら
宿
舎
、
装
備
に
至
る
ま
で
、
全
て
ド
イ
ツ
政
府
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
二
六
年
八
月
、
ワ
ー
ジ
ン
ト
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
陸

相
は
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
外
相
へ
の
私
信
の
中
で
、
占
領
軍
削
減
が
容
易
で
な
い
理
由
と
し
て
、
本
国
に
帰
還
さ
せ
る
よ
り
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
に
兵
士
を

駐
留
さ
せ
て
お
く
方
が
安
上
が
り
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。W

orthington-Evans to Cham
berlain, Aug. 24, 1926, AC 53/579. 

こ
こ

で
は
陸
相
個
人
の
見
解
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
一
〇
年
ル
ー
ル
」
の
下
で
陸
軍
予
算
が
毎
年
大
幅
に
削
減
さ
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
、

陸
軍
省
の
本
音
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
74
）  CC 49 （27

） 4, Aug. 25, 1927, CAB 23/55.

（
75
）  Cham

berlain to Crew
e （Paris

） and G
raham

e （Brussels

）, Aug. 25, 1927, FO
 371/12149/C7073/2050/18.

（
76
）  Crew

e （Paris

） to Cham
berlain, Aug. 26, 1927, FO
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（
77
）  G

raham
e （Brussels

） to Cham
berlain, Aug. 26, 1927, FO

 371/12149/C7120/2050/18.

（
78
）  Selby （G

eneva

） to Sargent, Sep. 5, 1927, FO
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（
79
）  Ryan 

（Coblenz

） to Cham
berlain, N

ov. 16, 1927, FO
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ov. 26, 1927, FO
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aley to Sargent, D
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記
〕
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究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
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（「
特
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研
究
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」
課
題
番
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）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
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藤
山
　
一
樹
（
ふ
じ
や
ま
　
か
ず
き
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
国
際
政
治
学
会

専
攻
領
域
　
　
イ
ギ
リ
ス
外
交
史
、
国
際
政
治
学

主
要
著
作
　
　 「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
対
独
軍
縮
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
史
、
一
九
二
四
―
一
九

二
七
年
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
四
号
（
二
〇
一
五
年
）


